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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) － 13,219,497 14,399,559 16,253,198 16,489,616

経常利益 (千円) － 1,263,367 1,507,087 1,910,694 1,925,965

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) － 856,028 991,334 1,357,636 1,369,167

包括利益 (千円) － 856,028 991,844 1,358,297 1,370,206

純資産額 (千円) － 5,001,800 5,845,928 6,936,617 7,934,947

総資産額 (千円) － 7,958,849 9,872,367 10,796,961 12,512,389

１株当たり純資産額 (円) － 608.12 704.43 828.73 939.31

１株当たり当期純利益 (円) － 104.30 120.42 163.43 163.39

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － 102.47 118.53 161.38 162.38

自己資本比率 (％) － 62.8 59.1 64.1 63.3

自己資本利益率 (％) － 17.1 18.3 21.3 18.4

株価収益率 (倍) － 8.9 9.5 7.6 8.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － 1,208,856 1,458,008 1,560,073 1,345,185

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － △376,762 △443,072 △327,177 △327,961

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － △134,906 △161,432 △282,968 △384,670

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) － 4,168,440 5,021,943 5,971,871 6,604,424

従業員数 (名) － 231 252 272 301
 

(注) １．第25期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。また、第25期の自

己資本利益率は、連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しており

ます。

３．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。）等を第27期の期首から適用しており、第26期に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準について

は、第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）については、第65－２項（２）ただし書きに定める経過

的な取扱いを適用しております。この結果、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準

等を適用した後の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 10,727,457 13,219,147 14,398,959 16,252,648 16,488,937

経常利益 (千円) 1,012,492 1,302,249 1,497,441 1,876,985 1,883,186

当期純利益 (千円) 687,311 895,090 983,871 1,323,214 1,340,629

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 522,211 524,535 530,076 544,652 565,059

発行済株式総数 (株) 8,204,050 8,225,050 8,279,050 8,351,800 8,435,050

純資産額 (千円) 4,280,677 5,040,862 5,877,526 6,933,793 7,903,585

総資産額 (千円) 6,927,706 7,998,158 9,916,319 10,790,702 12,507,943

１株当たり純資産額 (円) 521.78 612.87 708.25 828.39 935.60

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
17.00 21.00 36.00 49.00 49.00
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 84.09 109.06 119.51 159.28 159.98

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 82.66 107.14 117.64 157.29 159.00

自己資本比率 (％) 61.8 63.0 59.1 64.1 63.1

自己資本利益率 (％) 17.3 19.2 18.0 20.7 18.1

株価収益率 (倍) 7.6 8.5 9.6 7.8 9.1

配当性向 (％) 20.2 19.3 30.1 30.8 30.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,394,184 － － － －

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △82,807 － － － －

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △54,174 － － － －

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 3,471,252 － － － －

従業員数 (名) 224 229 249 269 296

株主総利回り (％)
(％)

106.0 155.5 196.9 220.9 262.1
(比較指標：配当込みTOPIX) (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 (円) 850 1,284 1,158 1,530 1,688

最低株価 (円) 534 624 787 875 935
 

(注) １．第24期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

２．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10

未満であるため、記載を省略しております。
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３．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場、2022年４月３日以前は

東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

４．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。）等を第27期の期首から適用しており、第26期に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準について

は、第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第27期以降に係る主要

な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

５．第25期より連結財務諸表を作成しているため、第25期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動に

よるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現

金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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２ 【沿革】

当社は、1998年４月大阪府大阪市西区において商業施設のデザイン業務を事業目的とする会社として、現在の株式

会社ヴィスの前身である「有限会社ヴィス」を創業いたしました。

その後、1999年１月に商号を「株式会社ヴィス」に変更いたしました。

株式会社ヴィス設立以後の企業集団にかかる経緯は、次のとおりであります。

年月 概要

1999年１月
大阪市西区に商業施設を中心とするデザイン業務を主たる事業目的とした、株式会社ヴィス（資本
金10,000千円）を設立

2004年１月 主たる事業目的をデザイナーズオフィス業務に変更

2004年９月 東京都港区に東京オフィスを新設

2008年２月
二級建築士事務所として登録（本社）
一級建築士事務所として登録（東京）

2008年３月 一般建設業許可を取得

2008年８月 名古屋市中村区に名古屋オフィスを新設

2012年３月 第一種貨物利用運送事業を登録

2013年12月 特定建設業許可（建築工事業）を取得

2014年２月 事業拡大のため、大阪市北区に本社を移転

2015年６月
中国上海市にデザイナーズオフィス業務を事業目的とした、美図室内設計（上海）有限公司を設立
（2018年６月29日付で清算結了）

2015年11月 一級建築士事務所として登録（本社）

2016年11月 特定建設業許可（内装仕上工事業）を取得

2018年７月 事業拡大のため、名古屋市中村区に名古屋オフィスを移転

2020年３月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

2021年１月 大阪市中央区にフレキシブルオフィスビル「The Place 大阪」開業

2021年３月 東京証券取引所市場第二部へ市場変更

2022年４月
ワークデザインコンサルティング業務を主たる事業目的とした、100％子会社㈱ワークデザインテ
クノロジーズ（現連結子会社）を東京都港区に設立

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行

2022年５月
事業拡大のため、名古屋市中区に名古屋オフィスを移転
事業拡大のため、名古屋市中区にフレキシブルオフィス「The Place 名古屋」を新設

2022年６月 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行

2023年５月 事業拡大のため、東京都渋谷区にフレキシブルオフィス「The Place 渋谷」を新設

2023年９月 事業拡大のため、東京都港区内で東京オフィスを移転

2024年８月 東京オフィスを東京本社に改称し、大阪本社と東京本社の二本社制へ移行

2025年９月 事業拡大のため、大阪市北区内で大阪本社を移転

2025年10月 事業拡大のため、東京都港区にフレキシブルオフィス「The Place 新橋」を新設
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３ 【事業の内容】

当社グループは、「はたらく人々を幸せに。」というパーパス（存在意義）のもと、最適なワークプレイスを導き

出し、働く人々のエンゲージメント（従業員満足度）を高めながら、企業価値をさらに向上させる環境をデザインす

る「ワークデザイン」（働く環境や働き方のデザイン）に関連するサービスを展開しております。

昨今の生産年齢人口の減少や働き方改革の推進等により、業務効率の向上、企業文化やロイヤルティの醸成など、

ワークプレイスへのニーズが多様化し、「場所」から「人」を中心とした考え方へ変化しております。さらに、新型

コロナウイルス感染症の流行を経て、働く環境や働き方の多様化が急速に進み、働き方に合わせてワークプレイスを

構築する時代に社会は変化しております。

このような社会の変化の中、当社グループは、「ワークデザイン」に関連するサービスをワンストップで提供する

ことにより、働く人々の幅広い価値観に対応し、企業価値の向上や働く人々のエンゲージメントの向上を目指す企業

を支援してまいります。

 
(1) サービス概要

① ブランディング（ブランディング事業）

ブランディングでは、オフィスデザイン・グラフィックデザイン・ウェブデザインなどのオフィスに存在する

すべてのデザインをワンストップで提供しており、これらのデザインを通して、企業のアイデンティティの確立

と企業ブランドの構築を支援しております。当社グループでは、高成長企業を中心とした中小企業から社員満足

度の向上や新しい働き方等を経営課題とする大手・老舗企業までを対象に幅広く展開しており、企業ごとに異な

る課題や要望に対して、当社グループが手掛けた8,500件以上の実績の中で培ってきたノウハウを生かした最適な

ソリューションを提供しております。

オフィスデザインでは、オフィスの移転・改装を行う企業に対して、オフィスのプランニングから設計・デザ

イン、施工まで行い、オフィスの移転や改装に関わる一連のマネジメントを行っております。

グラフィックデザインでは、会社案内、商品パンフレット、販促ツール、ポスターや名刺に至るまで、さまざ

まなグラフィックデザインを行っております。

ウェブデザインでは、ウェブサイトの制作、モバイルサイト・スマートフォン用サイトの制作などを行ってお

ります。

 
〔ブランディング事例（オフィスデザイン）〕
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② データソリューション（データソリューション・プレイスソリューション事業）

データソリューションでは、ワークプレイス構築DXツール「ワークデザインプラットフォーム」や組織改善

サーベイ「ココエル」を提供しております。

「ワークデザインプラットフォーム」では、ワークプレイスの空間稼働率分析・コストシミュレーション・従

業員満足度サーベイの３つの視点で分析を行い、場所、コスト、人的資本の観点から企業の課題の可視化と企業

ごとの最適なワークプレイスの構築支援を行っております。

従業員の状態を把握する「ココエル」では、ストレスチェックの項目に職場環境を適切に把握できる設問を追

加した141項目で、メンタル・フィジカル・エンゲージメントについて状態把握・要因分析を行い、組織分析を

行っております。

 
〔レポートイメージ（ワークデザインプラットフォーム、ココエル）〕

 
③ プレイスソリューション（データソリューション・プレイスソリューション事業）

プレイスソリューションでは、オフィスビルの改装や遊休資産の再稼働などにより、ビルの資産価値を向上さ

せるビルコンバージョンや不動産の有効活用支援を行っております。

また、「TSUMUGI（紡ぎ）」をコンセプトとしたフレキシブルオフィス「The Place」の運営を行い、スタート

アップ企業向けのテナント賃貸やシェアオフィス（レンタルオフィス）、コワーキングスペースを提供しており

ます。イベントの開催などを通じて「企業と企業、企業と個人が出会い、新たな価値を創出する場」を提供して

おります。

 
〔プレイスソリューション事例（The Place、ビルコンバージョン）〕
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〔ワークデザインの体系〕

〔事業系統図〕
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容

議決権の所
有(又は被
所有)割合
(％)

関係内容

(連結子会社)
㈱ワークデザイン
テクノロジーズ

東京都
港区

45,000
データソリューション・
プレイスソリューション事業

100.0

経営指導、管理業務受託
ソフトウエアサービスの提供
ワークデザインコンサルティ
ングの提供
役員の兼任１名

 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 
(1) 会社の経営の基本方針

これまで当社グループは、「はたらく人々を幸せに。」をパーパスとして事業展開をしてまいりましたが、今後

さらなる飛躍を遂げていくためには、既存の枠組みを超えた事業展開やサステナビリティへの取組みに加えて、経

営者と従業員が目指すべき想いを共有することがより一層必要であると考えております。

当社グループは、フィロソフィーである「パーパス（Purpose、存在意義）」、「アンビション（Ambition、目指

すゴール）」、「バリューズ（Values、価値観）」のもと、持続的成長企業として社会や顧客が求める価値を創造

する企業であり続けるためにグループ一丸となって取り組んでまいります。

 
〔フィロソフィー〕

パーパス
(Purpose、存在意義)

はたらく人々を幸せに。

アンビション
(Ambition、目指すゴール)

私たちだからできる「ワークデザイン」によって、
はたらく空間やしくみを進化させ、一人ひとりの想像力と創造力をひきだし、
人と人との多彩なつながりを生みだす。
だれもが自分らしく、最大の力を発揮しながらはたらくことができる社会へ。
新たな価値や感動がつぎつぎと生まれるよう企業や組織と共創し、
人々の幸せがふくらんでいく世界を実現します。

バリューズ
(Values、価値観)

・誰より前を走ろう。
これからの「はたらく」をリードし続けるパイオニアへ。
一人ひとりが主役になって。

 
・共に高め合おう。
多様性の力を信じて。
互いに成長し、生まれるシナジーをつぎつぎと。

 
・得意を増やそう。
あらゆる可能性を、あらゆる角度から。
人と向き合い、心を動かすプロフェッショナルとして。

 
・常に新しくいよう。
自ら学び、進化を続けて。
これまでにない価値を届け続ける。

 
・深く寄り添おう。
すべては相手の喜びと感動のために。
熱い想いと、あたたかい心で。
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(2) 目標とする経営指標

当社グループは、年平均売上高成長率、年平均営業利益成長率及び営業利益率を主要な経営指標として重視して

おります。高付加価値サービスの提供を通じた収益基盤の強化とともに、徹底した原価管理等によりコスト管理の

高度化を推進することで持続的な成長を目指してまいります。

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

昨今の急速な人口減少やグローバル化・デジタル化の進展等により企業と働き手を取り巻く環境は大きく変化

し、労働生産性の飛躍的な向上が各企業の重要課題となっております。こうした中、企業はさまざまな働き手の多

様な働き方に対応した就業環境の整備だけではなく、自社の存在意義や価値観の社員との共有や働く一人ひとりが

成長を実感できる機会の提供等により、働く人々のエンゲージメントを向上させ、働く人々と企業の持続的な成長

を図ることが求められております。

このような背景のもと、働き手のニーズを把握しながら、「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる環境整備

を進める企業が増えております。新型コロナウイルス感染症の流行により、就労する場所・時間の自由度の高いテ

レワークを導入・拡充する企業が増加した一方、出社日や出社時間を増やそうと、再びオフィスへの出社を求める

「オフィス回帰」の動きも見られます。企業が求める働き方が多様化し、そこで働く人々も多様化する中、それぞ

れの企業に応じたワークプレイスの提案が求められております。

こうした中、当社グループは、2024年３月期より３年間（2024年３月期～2026年３月期）を対象とした中期経営

計画を策定し、「オフィス」という空間のみをデザインすることから、「はたらく」こと全体の課題を解決し、社

会に新しい価値の提供を行ってまいりましたが、2026年３月期の財務目標である連結売上高16,169百万円及び連結

営業利益1,597百万円を１年前倒しで達成いたしました。

これを受けて、2026年３月期より３年間（2026年３月期～2028年３月期）を対象とした新中期経営計画

（VISION2027）を策定し、最終年度（2028年３月期）の財務目標として、連結売上高20,056百万円、連結営業利益

2,027百万円を計画しております。同計画では、当社のフィロソフィーである「はたらく人々を幸せに。」を基盤と

した、「ワークデザイン」の拡大に向け、基盤構築フェーズを継続しつつ、機会拡大フェーズへとシフトするため

の基本戦略を策定しております。ブランディング、データソリューション、プレイスソリューションの既存事業の

成長はもとより、外部成長戦略により、新たな市場機会を創出し、企業規模の拡大を目指してまいります。
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(4) 優先的に対処すべき課題

当社グループが、事業の拡大及び経営の安定化を図っていく上で、優先的に対処すべき課題は以下のとおりであ

ります。

 
①　事業戦略

当社グループは、企業ごとに最適なワークデザインを提供することが特徴・強みであり、オフィスデザインを

主軸としたブランディング事業の継続的な成長はもとより、データソリューション・プレイスソリューション事

業を拡大させることが重要であると考えております。そのため、ワークデザインの軸となるデータの抽出及び分

析により顧客の持つ課題を可視化させ解決することで、ワークデザインを推進し事業の拡大を図ってまいりま

す。

 
②　IT・DX戦略

当社グループは、業務効率化によって社員の業務負担を軽減し、創出された時間を付加価値の高いアイデア創

出やクリエイティブな業務に充てることが、顧客に対するより質の高いサービスの提供に繋がると考えておりま

す。そのため、生産性の向上がさらなる事業成長に向けて重要であると認識しております。加えて、既存システ

ムのアップデートに加え、生成AIを含む新技術を活用したIT・DX化を推進することで、生産性の向上と付加価値

創出の両立を目指してまいります。

 
③　人材の確保・育成

当社グループは、顧客の働き方のニーズや課題にあわせて現状分析とソリューションができる人材を確保・育

成することが重要な課題と認識しております。このため、次代を担う優秀な人材の確保・育成に努めるととも

に、ES向上にも努め、優秀な人材の定着を進めてまいります。

 
④　マーケティング・ブランディングの強化

当社グループは、オフィスデザインからワークデザインへと事業領域を拡大する中、社内外へのワークデザイ

ンの浸透が重要だと考えております。類似他社との差別化を行い、付加価値を向上させるためターゲットを明確

にしたマーケティング活動と、自社のブランディングを強化してまいります。

 
⑤　コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化

当社グループは、厳格な法令遵守体制の構築は当然のこととして、さらに一歩進めた説明責任の徹底と顧客の

当社に対する真の理解と満足を獲得することが重要な課題と認識しております。今後、関係法令の遵守はもとよ

り、社員一人ひとりの高い倫理観の醸成、社会的良識を持った責任ある行動を目指し、啓蒙活動や社内教育を徹

底してまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 
(1) ガバナンス

① サステナビリティ委員会の設置

当社グループでは、パーパスである「はたらく人々を幸せに。」を軸に、重点テーマを整理し、サステナビリ

ティ経営をさらに加速させるための取組を拡大させていくことを目指しております。

当社では、事業活動における戦略を構築・推進すると同時に、環境への配慮、社会課題の解決、ガバナンスへ

の取組みが事業活動と一体となった未来志向のサステナビリティについて取り組むため、取締役会の諮問委員会

として、サステナビリティ委員会を設置しております。

同委員会は、代表取締役会長を委員長、常務取締役コーポレートDiv.長と社外取締役１名を委員として構成さ

れ、原則として、半期ごとに開催し、その他必要な都度開催しております。

同委員会においては、サステナビリティに関する事項を審議するとともに、定期的に取締役会に報告・提言を

行っております。

取締役会は、サステナビリティ全般に関する責任と権限を有しており、サステナビリティ委員会からの報告を

受け、当社グループのサステナビリティのリスク及び機会への対応方針や実施計画等の確認・監督を行っており

ます。

当事業年度においては、経営層がESGに関する講習を受講し、その内容を社内へフィードバックするとともに、

人的資本における「価値連鎖」の可視化を推進する方針を決定いたしました。これを受け、分科会を設置し、現

在、企業価値の向上に資するESG活動について分析を進めております。

また、次世代育成対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の満了に伴い、中期経営計画と

の整合を図りながら、次期目標の方針について協議を行いました。

なお、当社グループにおけるマテリアリティ（重要課題）は、以下のとおりであります。

　・人的資本経営

　・環境への配慮

　・社会への新しい価値提供

上記を含むコーポレートガバナンス体制の概要については、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガ

バナンスの状況等　（1）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理

由」をご参照ください。

 
② サステナビリティ委員会の開催状況

当事業年度においてサステナビリティ委員会を３回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

中村　勇人 ３回 ３回(100％)

矢原　裕一郎 ３回 ３回(100％)

浜本　亜実 ３回 ３回(100％)
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(2) 戦略及び指針

当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は以

下のとおりであります。

 
① 人材育成方針

当社グループでは、「人の成長＝企業の成長」という考えのもと、「理念・文化の共有」「教育・研修」「健

康経営と多様性の推進」を軸に、継続的な企業価値向上を目指し、人的資本経営に取り組んでおります。

 

イ．理念・文化の共有

当社グループでは、強固な組織を形成するため、フィロソフィーを全社員に浸透させるとともに、社員一人

ひとりが同じ想いを共有することでカルチャーを醸成することが重要であると考えており、次のような取り組

みを行っております。

 
（具体的な取り組み）

・毎日のフィロソフィー唱和

・勤続年数に応じて異なるクレドカードの配布

・新入社員と役員の直接の対話の場（新入社員、若手社員のオンボーディング）

・各種会議の共有、報告体制の強化（経営会議の報告会、毎週の全体共有ミーティングの実施）

・社内コミュニケーションの活性化（チーム懇親会・部活動等の補助）

 
ロ．教育・研修

当社グループでは、採用手法を多角化し積極的に採用を続ける一方、採用した人材に必要なスキルを習得さ

せて能力を最大化するため、教育・研修制度を充実させてまいります。

 
（具体的な取り組み）

・階層別社内研修（新卒社員、キャリア社員、リーダー層、マネジメント層、経営層）

・ランチ時間を活用した勉強会の実施

・外部研修への参加（クリエイティブアカデミー、海外研修）

・資格取得支援制度（資格取得のための勉強会開催、資格手当支給、合格祝金支給）

・チームビルディングのための野外研修

 
② 社内環境整備方針

イ．健康経営と多様性の推進

当社グループでは、すべての社員が健やかに、生き生きと働くことができるように、健康経営を推進してお

り、当社は、経済産業省及び日本健康会議が選定する健康経営優良法人認定制度において、2022年度から４年

連続となる「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」に認定されました。また、性別、価値観、経験、

感性、専門性の異なる多様な個性を認め合うことで、それぞれの力が最大限に発揮されるよう、ワークライフ

バランス制度の充実等の社内環境の整備に努めております。

 
（具体的な取り組み）

・従業員の健康管理（衛生委員会、婦人科検診の費用負担）

・メンタルヘルス対策（組織改善サーベイ、ストレスチェック）

・ワークライフバランス制度（テレワーク・時差出勤制度、時間単位での年次有給休暇の取得）

・パパ・ママサポート窓口の設置

・女性活躍推進に関わる制度（時短勤務制度の対象範囲の引き上げ、ベビーシッター補助制度、子育て座

談会、妊娠特別休暇）
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ロ．環境への取組み

当社グループは持続可能な社会を目指し、気候変動・循環型社会への貢献として、次の事項に取り組んでお

ります。

 
ａ．紙の削減

当社グループでは、タブレット端末の導入や電子契約の活用などにより、紙の使用を必要最小限に抑える

ための取り組みを行っております。また、紙を使用する場合には、FSC認証製品を使用するなど、環境への負

担を低減する取り組みも行っております。

 
ｂ．エコ商材の提案

当社グループでは、環境に配慮した建築資材・家具などを顧客に提案しております。各メーカー・企業が

取り組んでいるエコ商材を使用し、顧客のSDGsへの参加を促す取り組みを行っております。

 
ｃ．国産木材の利用

近年、安価な海外産木材の輸入量の増加等により、国産木材供給量は減少傾向にあります。伐採されず高

齢となった木々は、二酸化炭素の吸収量が低下することから、当社グループは、「植林→育成→伐採→利

用」のサイクルをスムーズに回し、森を活性化することが重要であると考えております。また、国産木材は

輸送時に発生する二酸化炭素排出量を海外産木材より抑えることができ、地球温暖化への対策にもつながる

と考えております。

当社グループでは、木部に国産木材を100％使用したオリジナルオフィスプロダクト「WEDGE（ウェッ

ジ）」シリーズの提供等を通じて、森林環境改善及び地球温暖化対策の取り組みを行ってまいります。

 

ｄ．産業廃棄物３Rの実現

当社グループでは、施工段階で発生する廃棄物について、抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再

生利用（リサイクル）の３Rへの取り組みを行うと同時に、十分な現場調査と実施図面のチェック体制強化等

により、是正工事を抑制し、廃棄物の排出削減に取り組んでおります。

 
ハ．社会への取組み

当社グループが運営するフレキシブルオフィス「The Place」では、企業や人、働き方が交わることで新しい

価値を生み出すことができる共創の「場」を目指しており、次のような取組みを行っております。

 
（具体的な取組み）

・起業家ネットワーク団体との連携（ベンチャー支援プログラムの発信）

・ベンチャー企業応援プログラム協力社への参画（ワークショップ型のビジネスセミナーの開催）

・自社発信の各種セミナーの開催
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(3) リスク管理

全社的なリスク管理は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において行っておりますが、サステナビ

リティに係るリスクの識別、優先的に対処すべきリスクの絞り込みについては、サステナビリティ委員会と連携を

図り、リスク管理体制を強化しております。

 

(4) 指標及び目標

当社グループでは、上記「(2) 戦略及び指針」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関す

る方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。

なお、当社においては、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組みが行われているものの、連結グ

ループに属する全ての会社では行われていないため、連結グループにおける記載が困難であります。このため、次

の指標に関する目標及び実績は、連結グループにおける主要な事業を営む提出会社のものを記載しております。

指標 目標 実績(当事業年度)

管理職に占める女性労働者の割合 2026年3月期までに16.3％ 19.1％

男性の育児休業取得率 2026年3月期までに30.0％ 114.3％
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には以下のようなものがあります。併せて、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資者の

判断にとって重要な影響を与えると当社が考える事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。

なお、本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。

当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針で

ありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて慎重に検討した上で行われる必

要があると考えております。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 法的規制による影響

当社は、建設業法、建築基準法、建築士法、中小受託取引適正化法（取適法）、貨物利用運送事業法等、さまざ

まな法規制下にあります。そのため、内部統制システムの整備・維持を図り各種法令等の遵守に努めております

が、当社がこれらの法的規制に違反した場合には、罰金、業務停止その他の制裁が課され、当社グループの社会的

評価、信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。今後、さらに規制が強化された場合には、事業活動が制限

される可能性があります。

また、当社は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づいて、産業廃棄

物処理業者に収集運搬及び処理を委託しております。当社が廃棄物処理法における（委託処理に係る契約書未作

成、マニフェスト虚偽記載等）一定の要件に抵触した場合、行政処分等がなされる可能性があり、こちらについて

も、当社グループの風評、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

なお、当社の事業活動に際して、建設業法に定める建設業の許可を得ております。現在、当該許可が取消しとな

る事由はありません。しかしながら、当社が何らかの事情により許可の取消し等が生じた場合には、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

許認可等の名称 許認可番号等/有効期間 規制法令 免許取消条項等

特定建設業許可
国土交通大臣　(特－５) 第22593号

2023年12月５日～2028年12月４日
建設業法 第29条

特定建設業許可
国土交通大臣　(特－７) 第22593号

2025年９月18日～2030年９月17日
建設業法 第29条

 

 
(2) 製品・施工の欠陥にともなうリスク

当社は、付加価値の高いサービスを提供できるよう努めておりますが、協力会社から納品された製品の欠陥や施

工不良により第三者が損害を被った場合、当該製品や施工不良の対応に多大な費用負担を余儀なくされ、契約不適

合責任（瑕疵担保責任）に基づく民事賠償責任を負う可能性があります。これらのリスクが顕在化した場合には、

社会的評価が低下するなど、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 
(3) オフィス需要の動向

当社グループは、オフィスの移転や新規事業所の開設を行う見込みの企業等に対して営業活動を行っているた

め、経済環境の悪化及び企業業績の低迷等による移転や新規事業所の開設の減少、既存顧客からのリピートの減少

等により、当社グループの業績が悪化する可能性があります。

 
(4) 売上計上時期の期ずれについて

当社は、工事契約について、取引開始から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場

合には、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。そのため、当社に起因しない何らかの事情に

より、工事遅延等が発生した場合、当初予定の売上計上時期がずれ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。
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(5) 人員の確保と育成

当社グループは、顧客の問題・ニーズに合わせてワークプレイスの提案及びワークプレイスの設計・施工等を

行っており、そのために専門性の高い熟練した従業員の確保と育成が必要であると認識しております。しかしなが

ら、かかる従業員の確保と育成ができない場合や、新たに従業員を採用するための費用や人件費が当社の想定を超

えて高騰した場合、また、人材の育成が想定通り進捗しない等の理由によりワークプレイスの受注獲得件数が当社

の想定通りに伸びない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(6) 現経営陣への依存

当社経営陣は、ワークプレイスの提供に関する豊富な経験と知識を有しており、当社グループの経営方針・利益

計画の策定及び執行に対する管理等につき、重要な役割を果たしております。このため、当社は、現経営陣に依存

しない体制の構築に努めておりますが、予期せぬ事情により、現経営陣が退任した場合には、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。

 
(7) 内部管理体制に関するリスク

当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認

識しております。業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保のための内部統制システムの適切な運用、さらに健全

な倫理観に基づく法令遵守を徹底するため、内部管理体制の充実を図ってまいります。しかしながら、業務の急速

な拡大により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難と

なり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(8) 協力会社への外注

当社は、工事・施工を協力会社に外注しております。協力会社の管理を徹底するよう努めておりますが、万が一

協力会社の管理が徹底できないことによる施工品質の低下や現場における事故、廃棄物処理法の違反等の協力会社

による不正行為、工事案件の増加や外注費の高騰及び工期の延長等が発生した場合、当社の信用度の低下及び損害

賠償責任の負担等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 
(9) 類似他社との競合リスク

当社グループは、顧客のニーズに対応した付加価値の高いサービスを提供することに全力を挙げて取り組んでお

ります。類似業界としては内装工事業がありますが、類似他社に対して十分な競争力を確保できない場合には、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 
(10) システムに関するリスク

自然災害、停電等さまざまな原因により、当社のサーバーがシステムダウンを起こし、業務ができない等の障害

が発生する可能性があります。当社では、システムのバックアップを行うとともに、緊急時の対応については、シ

ステム会社等による早期の復旧を図る体制を構築しておりますが、万が一想定を超えるシステム障害が発生した場

合には、業務負荷に伴い当社サービスの低下等が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 
(11) 新株予約権の権利行使に伴う株式希薄化のリスク

当社は、当社役員及び従業員に対するインセンティブを目的として新株予約権を付与しております。また、今後

におきましても、役員及び従業員に対するインセンティブとして新株予約権を付与する可能性があります。これら

の新株予約権の行使がされた場合は、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
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(12) 大株主について

当社の代表取締役会長である中村勇人は、当社の大株主であり、自身の資産管理会社である株式会社クレドの所

有株式数を含めると2026年３月31日現在で発行済株式総数の63.03％を所有しております。同人は、安定株主として

引続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利

益にも配慮する方針を有しております。当社といたしましても、同人は安定株主であると認識しておりますが、何

らかの事情により、大株主である同人の株式の多くが減少した場合には、当社株式の市場価格及び議決権行使の状

況等に影響を及ぼす可能性があります。

 
(13) 新規事業の立ち上げや子会社の設立が売上や利益の拡大につながらないリスク

当社は、事業の拡大及び経営の安定化のため、2021年１月にフレキシブルオフィスビル「The Place 大阪」を開

業し、2022年４月に株式会社ワークデザインテクノロジーズ（現連結子会社）を設立いたしました。今後は、事業

計画の進捗状況の継続的な把握に努め、必要に応じて計画を修正する社内体制を整えております。しかしながら、

事業が計画通りに進捗せず当初期待した収益が得られない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。また、計画通り進んだとしても、事業が本格的に稼働し、安定的な収益を生むまでに相当程度の時間を

要した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(14) 不動産賃貸に関するリスク

当社は、フレキシブルオフィス「The Place」を運営するため、賃貸等不動産を保有しておりますが、景気動向や

経済情勢等により賃料下落や空室区画の増加が発生する可能性があります。また、テナントの退去及び利用状況等

によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(15) 減損リスク

当社がフレキシブルオフィス「The Place」を運営するために取得した不動産の時価の著しい低下や事業の収益性

が悪化し、回復の可能性が見込めない場合には、減損会計の適用により固定資産について減損損失が発生し、当社

グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(16) 災害等により保有物件の価値が毀損するリスク

当社は、フレキシブルオフィスビル「The Place 大阪」を運営するため、大阪府大阪市に固定資産を保有してお

り、今後は大阪府以外の地域においてもフレキシブルオフィス「The Place」を展開するための固定資産を取得する

可能性があります。当該地域を中心に地震、台風、大雨、落雷等の自然災害が発生し、固定資産が毀損・劣化した

場合には、復旧に相応の時間と費用等が必要となる可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は、

以下のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度（2025年４月１日～2026年３月31日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する下

で、景気は緩やかな回復基調を維持しているものの、米国の関税政策の動向や、ウクライナや中東の不安定な国

際情勢の長期化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループでは、2025年６月に策定した中期経営計画（VISION2027）の１年目にあた

り、オフィスデザインからワークデザイン（働く環境や働き方のデザイン）へと事業領域拡大を目指し、各重点

施策を実行しております。

当社グループにおきましては、成長企業や働き方の 見直しに積極的な企業を中心に営業活動を行い、ワークデ

ザインに関連するサービスをワンストップで提供することにより、企業価値の向上や働く人々のエンゲージメン

トの向上に貢献してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における経営成績は、売上高16,489百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益

1,942百万円（同1.4％増）、経常利益1,925百万円（同0.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,369百万円

（同0.8％増）となりました。

 
各セグメントの経営成績の状況は、次のとおりであります。

 
イ．ブランディング事業

ブランディング事業では、オフィスデザイン・ウェブデザイン・グラフィックデザインをワンストップで提

供しており、多様なマーケティング手法により新規顧客の獲得及び既存顧客へのフォローを継続して行ったこ

とで、高成長企業を中心に受注獲得を行ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は15,887百万円（前年同期比1.8％増）、セグメント利益（営業

利益）は2,001百万円（同5.0％増）となりました。

 
ロ．データソリューション・プレイスソリューション事業

データソリューション・プレイスソリューション事業では、株式会社ワークデザインテクノロジーズ（現連

結子会社）が開発したワークプレイス構築DXツール「ワークデザインプラットフォーム」や組織改善サーベイ

「ココエル」を提供しております。

また、東名阪エリアにおいて、フレキシブルオフィス「The Place」の運営を行っており、2025年10月には東

京都港区に新たに「The Place 新橋」を開設いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は601百万円（前年同期比7.0％減）、セグメント利益（営業利

益）は64百万円（同49.0％減）となりました。
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② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較

して632百万円増加し、6,604百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、1,345百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,938百万

円、減価償却費156百万円、仕入債務の増加214百万円、前受金の増加916百万円があった一方で、売上債権の増加

606百万円、棚卸資産の増加204百万円、未払費用の減少199百万円、未払消費税等の減少126百万円、法人税等の

支払額699百万円により減少したことによるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は、327百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入15百万

円、敷金及び保証金の回収による収入23百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出223百万円、無形

固定資産の取得による支出26百万円、投資有価証券の取得による支出110百万円により減少したことによるもので

あります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は、384百万円となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行によ

る収入25百万円があった一方で、配当金の支払額409百万円により減少したことによるものであります。

 
③ 生産、受注及び販売の実績

イ．生産実績

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略し

ております。

 
ロ．受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高

(千円)

前年同期比

(％)

受注残高

(千円)

前年同期比

(％)

ブランディング事業 17,427,990 111.9 3,756,192 169.5

データソリューション・
プレイスソリューション事業

411,859 63.2 175,230 91.6

合計 17,839,849 109.9 3,931,423 163.3
 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、賃貸収入等の受注を伴わないものは含めておりません。

 
ハ．販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

ブランディング事業 15,887,745 101.8

データソリューション・
プレイスソリューション事業

601,871 93.0

合計 16,489,616 101.5
 

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売

実績の10％以上の相手先がないため、記載を省略しております。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

 
① 経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度における売上高は、前年同期と比較して236百万円増加し、16,489百万円となりました。これは

主に多様なマーケティング手法により新規顧客の獲得及び既存顧客へのフォローを継続して行ったことで、高成

長企業を中心に受注獲得を行ったことによるものであります。

 

（売上総利益）

当連結会計年度における売上原価は、前年同期と比較して222百万円増加し、11,748百万円となりました。これ

は主に売上高の増加に伴う外注費の増加や、「The Place 新橋」の開設に伴う地代家賃等の増加があった一方

で、労務費が減少したことによるものであります。

この結果、当連結会計年度における売上総利益は、前年同期と比較して13百万円増加し、4,740百万円となりま

した。

 

（営業利益）

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、前年同期と比較して12百万円減少し、2,798百万円となりま

した。これは主に大阪本社移転に伴う地代家賃等の増加があった一方で、人件費が減少したことによるものであ

ります。

この結果、当連結会計年度における営業利益は、前年同期と比較して26百万円増加し、1,942百万円となりまし

た。

これにより、当社が重視する経営指標である売上高営業利益率については、11.8％（前年同期は11.8％）とな

りました。

 

（経常利益）

当連結会計年度における営業外収益は、前年同期と比較して５百万円増加し、21百万円となりました。これは

主に受取利息の増加14百万円があった一方で、保険解約返戻金が７百万円減少したことによるものであります。

当連結会計年度における営業外費用は、前年同期と比較して16百万円増加し、37百万円となりました。これは

主に投資事業組合運用損が７百万円、賃貸費用が５百万円増加したことによるものであります。

この結果、当連結会計年度における経常利益は、前年同期と比較して15百万円増加し、1,925百万円となりまし

た。

 

（親会社株主に帰属する当期純利益）

当連結会計年度における特別利益は、12百万円となりました。これは固定資産売却益を計上したことによるも

のであります。

当連結会計年度における特別損失は計上しておりません。

当連結会計年度における法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は、前年同期と比較して16百万

円増加し、569百万円となりました。

この結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期と比較して11百万円増加

し、1,369百万円となりました。
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② 財政状態の分析

（資産）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,715百万円増加し、12,512百万円となりま

した。

流動資産は1,498百万円増加し、8,985百万円となりました。これは主に現金及び預金で632百万円、売掛金で

606百万円、仕掛品で200百万円増加したことによるものであります。

固定資産は217百万円増加し、3,526百万円となりました。これは主に建物及び構築物で153百万円、工具、器具

及び備品で49百万円、投資有価証券で81百万円増加した一方で、敷金及び保証金で５百万円、繰延税金資産で70

百万円減少したことによるものであります。

 
（負債）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比較して717百万円増加し、4,577百万円となりまし

た。

流動負債は601百万円増加し、4,276百万円となりました。これは主に買掛金で214百万円、前受金で916百万円

増加した一方で、未払費用で199百万円、未払法人税等で191百万円、未払消費税等で126百万円、賞与引当金で16

百万円減少したことによるものであります。

固定負債は115百万円増加し、301百万円となりました。これは主にリース債務で４百万円、資産除去債務で120

百万円増加したことによるものであります。

 
（純資産）

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比較して998百万円増加し、7,934百万円となりまし

た。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益1,369百万円を計上した一方で、配当金409百万円を支払ったこ

とによるものであります。

 
③ キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要　② キャッシュ・フローの

状況」に記載のとおりであります。

 
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、外注費のほか、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用

であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資やフレキシブルオフィス「The Place」を展開するための不

動産の取得等によるものであります。

当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており

ます。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投

資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。

なお、当連結会計年度末における借入金の残高はありません。また、当連結会計年度末における現金及び現金

同等物の残高は6,604百万円であり、当社グループの事業を推進していくうえで十分な流動性を確保していると考

えております。
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⑤ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗について

当社グループは、年平均売上高成長率、年平均営業利益成長率、営業利益率を経営上の目標の達成状況を判断

するための重要な経営指標と位置づけており、当社グループの目標とする経営指標の実績値は次のとおりであり

ます。

経営指標 目標値 2026年３月期

年平均売上高成長率 9.2％ 7.0％

年平均営業利益成長率 10.4％ 12.9％

営業利益率 10.0％以上 11.8％
 

(注) 年平均売上高成長率及び年平均営業利益成長率は2024年３月期を基準年度として算定しております。

 
⑥ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており

ます。この連結財務諸表を作成するにあたって、その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及

び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去

の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積

りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表を作成するにあたって採用する重要な会計方針につきましては、「第５　経理の状

況　１　連結財務諸表等　注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであり

ます。

また、当社グループの連結財務諸表を作成するにあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは

ありません。

 
５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

当社グループは、「はたらく人々を幸せに。」をパーパスとし、ワークデザインに関連するサービスをワンストッ

プで提供し続けるために、新たな製品やサービスについての研究開発活動を行っております。

当連結会計年度における研究開発費は7百万円であり、主な取り組みは、データソリューション・プレイスソリュー

ション事業におけるコンサルティング領域拡大のための、ワークプレイス構築DXツール「ワークデザインプラット

フォーム」の研究開発活動であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は374百万円となりました。主な内容としては、大阪本社の移転、フレキシ

ブルオフィス「The Place 新橋」の開設であります。

また、大阪本社の移転に伴う除売却を除き、重要な設備の除却又は売却はありません。

 
２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

 
(1) 提出会社

       2026年３月31日現在

事業所名

(所在地)
セグメントの名称

設備の

内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(名)建物及び

構築物

工具、器具

及び備品

土地

 (面積㎡)

リース

資産

ソフト

ウエア
その他 合計

大阪本社

(大阪市北区)

ブランディング事業

データソリューション・

プレイスソリューション事業

事務所 132,456 57,484 － 2,133 4,641 76 196,791 72

東京本社

(東京都港区)

ブランディング事業

データソリューション・

プレイスソリューション事業

事務所 171,253 30,724 － 2,133 17,692 － 221,804 196

名古屋オフィス

(名古屋市中区)
ブランディング事業 事務所 24,069 5,940 － 1,066 1,256 － 32,332 27

The Place大阪

(大阪市中央区)

データソリューション・

プレイスソリューション事業

賃貸等

不動産
610,516 8,005

1,126,685

(216.74)
－ － － 1,745,207 －

The Place名古屋

(名古屋市中区)

データソリューション・

プレイスソリューション事業

賃貸等

不動産
951 810 － － － － 1,761 －

The Place 渋谷

(東京都渋谷区)

データソリューション・

プレイスソリューション事業

賃貸等

不動産
25,853 8,272 － － － － 34,125 1

The Place新橋

(東京都港区)

データソリューション・

プレイスソリューション事業

賃貸等

不動産
108,064 11,542 － － － － 119,607 －

保養所兼研修施設

(静岡県熱海市)
全社(共通)

保養所

兼研修

施設

1,783 － － － － － 1,783 －

保養所 

(長野県軽井沢市)
全社(共通) 保養所 1,980 －

400

(138.02)
－ － － 2,380 －

保養所

(沖縄県国頭郡

恩納村)

全社(共通) 保養所 66,995 －
28,452

(473.85)
－ 4,685 － 100,132 －

 

(注) １．帳簿価額は連結相殺消去前の金額を記載しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は、電話加入権76千円であります。

３．大阪本社、東京本社、名古屋オフィス、The Place 名古屋、The Place 渋谷、The Place 新橋は、第三者か

ら賃借しております。なお、年間賃借料は350百万円であります。

４．The Place 大阪、The Place 名古屋、The Place 新橋の従業員数が０名であるのは、設備運営を従業員が兼

務して行っており、専従の担当者がいないためであります。

 
(2) 国内子会社

     2026年３月31日現在

社名 セグメントの名称
設備の

内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(名)工具、器具

及び備品

ソフト

ウエア
合計

㈱ワークデザインテクノロジーズ

(東京都港区)

データソリューション・

プレイスソリューション事業
事務所 737 18,663 19,400 5

 

(注) 帳簿価額は連結相殺消去前の金額を記載しております。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,409,200

計 27,409,200
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月25日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 8,435,050 8,435,050
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

計 8,435,050 8,435,050 － －

 

(注) 提出日現在の発行数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 第３回新株予約権

決議年月日 2018年３月20日

付与対象者の区分及び人数
(名)

取締役　１
従業員　26

新株予約権の数(個)　※ 90 (注)１、５

新株予約権の目的となる株式
の種類、内容及び数(株)　※

普通株式　13,500
(注)１、５、６

新株予約権の行使時の払込金
額(円)　※

341 (注)２、６

新株予約権の行使期間　※
自　2020年３月21日
至　2028年３月19日

新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)　※

発行価格　　341
資本組入額　171

(注)６

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査等委
員若しくは従業員の地位にあることを要する。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株
予約権割当契約」で定めるところによる。 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事
項　※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予
約権の交付に関する事項　※

(注)４
 

※ 当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日現在における内容から変更はありません。

 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、150株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整し、調整により生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後払込金額

 
＝

 
調整前払込金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
４．組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付す
る旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
とする。

 (1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
　　 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
 (2) 吸収合併
　 　 吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
 (3) 新設分割
　   新設分割により設立する株式会社
 (4) 株式交換
　   株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
 (5) 株式移転
　   株式移転により設立する株式会社
５．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権
利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。

６．2019年８月29日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約
権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使に
より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年４月１日～
2022年３月31日 (注)１

42,750 8,204,050 5,709 522,211 5,686 497,181

2022年４月１日～
2023年３月31日 (注)１

21,000 8,225,050 2,324 524,535 2,307 499,489

2023年４月１日～
2024年３月31日 (注)１

54,000 8,279,050 5,541 530,076 5,495 504,984

2024年７月24日 (注)２ 12,000 8,291,050 6,864 536,940 6,852 511,836

2024年４月１日～
2025年３月31日 (注)１

60,750 8,351,800 7,712 544,652 7,675 519,511

2025年７月24日 (注)３ 15,000 8,366,800 7,680 552,332 7,680 527,191

2025年４月１日～
2026年３月31日 (注)１

68,250 8,435,050 12,726 565,059 12,724 539,916
 

(注) １．新株予約権の行使によるものであります。

２．2024年６月26日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであ

ります。

発行価格　　：1,143円

資本組入額　：　572円

３．2025年６月26日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであ

ります。

発行価格　　：1,024円

資本組入額　：　512円

 
 

(5) 【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 3 12 28 18 1 1,958 2,020 －

所有株式数
(単元)

－ 2,213 579 35,753 2,203 20 43,517 84,285 6,550

所有株式数
の割合(％)

－ 2.63 0.69 42.42 2.61 0.02 51.63 100.00 －
 

(注) 自己株式123株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に23株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社クレド 大阪府大阪市此花区酉島５丁目１－22 3,430,000 40.66

中村　勇人 大阪府大阪市此花区 1,886,400 22.36

竹内　理人 愛知県名古屋市千種区 429,500 5.09

ヴィス従業員持株会 大阪府大阪市北区梅田３丁目４－５ 257,200 3.05

金谷　智浩 東京都大田区 171,950 2.04

大滝　仁実 東京都品川区 169,950 2.01

横山　賢次 神奈川県足柄下郡湯河原町 142,000 1.68

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 135,100 1.60

永岡　陽介 静岡県浜松市中央区 124,700 1.48

ベル投資事業有限責任組合１ 東京都港区芝公園２丁目９－３ 115,400 1.37

計 － 6,862,200 81.35
 

(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

野村信託銀行株式会社　　　　　　   135,100株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 100
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,428,400
 

84,284 －

単元未満株式 普通株式 6,550
 

－ －

発行済株式総数 8,435,050 － －

総株主の議決権 － 84,284 －
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式23株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ヴィス

大阪府大阪市北区大
深町４番20号

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00
 

 
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 役員・従業員株式所有制度の概要

当社は、役員・従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な財産形成の一助となるよう福利厚生を目

的として、従業員持株会制度を導入しております。

 

② 役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

特段の定めは設けておりません。

 
③ 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社の役員・従業員に限定しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 普通株式
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(　－　) － － － －

保有自己株式数 123 － 123 －
 

(注) 当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定した配当を継続的に実施してい

くことを基本方針としております。当期の利益配分につきましては、2025年11月開催の取締役会において利益配分に

関する基本方針の一部変更を行い、「配当性向30％」としておりました方針を、「累進配当を基本とし、配当性向

30％」としております。

次期の利益配分に関する基本方針につきましては、同取締役会において「累進配当を基本とし、配当性向40％」に

引き上げる方針を決定のうえ発表いたしておりますので、当該基本方針に基づき実施する所存であります。

また、内部留保資金につきましては、業容拡大を目的とした中長期的な事業原資として有効に活用していく所存で

あります。

当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、決定機関は株主総会となってお

ります。また、将来的な中間配当の実施に備え、会社法第454条第５項に基づき、毎年９月30日を基準日として、取締

役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

2026年６月25日
定時株主総会決議

413,311 49.00
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主をはじめとするあらゆるステークホ

ルダーから信頼され、継続して成長できる企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上

の重要課題の一つとして位置づけております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社を採用し、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査等委員会を設置し

ております。さらに、任意の委員会として、指名委員会・報酬委員会を設置することにより、経営の透明性を

高めるとともに、機動的な意思決定を確保できる経営管理体制を構築しております。

また、独立社外取締役を３名選任し、取締役会（８名で構成）における独立社外取締役の比率は３分の１以

上となっております。

 
ａ．取締役会

取締役会は、取締役８名（うち社外取締役３名）で構成されております。当社の経営上の重要な意思決定

機関として毎月開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、職務執行の監

督を行っております。

 
ｂ．監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成され、毎月開催しておりま

す。監査等委員会では、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、業務監査及び会計監査が有効に実施さ

れるよう努めております。また、内部監査室及び会計監査人と連携し、取締役の職務執行の適法性及び妥当

性を監査しております。

 
ｃ．指名委員会・報酬委員会

当社は、取締役の指名・報酬の決定プロセス及びその内容について透明性・客観性の一層の向上を図るた

め、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会を

設置しております。指名委員会・報酬委員会では、取締役の構成、取締役候補者の選解任方針、報酬の構成

や支給基準、各取締役の報酬について審議しております。

 
ｄ．経営会議

当社は、業務執行上の重要な意思決定を行う機関として経営会議を設置しております。経営会議は毎月開

催し、監査等委員が常時出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。

 
ｅ．リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

当社は、当社のリスクマネジメント及びコンプライアンス遵守に向けた取組みを行うための機関として、

リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しております。リスクマネジメント・コンプライアン

ス委員会は、原則として、四半期ごとに開催し、その他必要な都度開催しており、リスクマネジメント及び

コンプライアンスに関する方針や施策について協議し、当社のコンプライアンス体制の構築を図っておりま

す。

 
ｆ．サステナビリティ委員会

当社は、事業を通じて取り組むことができる環境・社会課題の解決と中長期的な企業価値向上の両立を目

的としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、原則として、半期ごと

に開催し、その他必要な都度開催しており、サステナビリティに関する事項を審議するとともに、定期的に

取締役会に報告・提言を行っております。
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提出日現在における取締役会、監査等委員会、指名委員会・報酬委員会、経営会議、リスクマネジメント・

コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会の構成員は以下のとおりであります。なお、◎は議長を示

しております。

役職名 氏名 取締役会 監査等委員会
指名委員会

報酬委員会
経営会議

リスクマネジ

メント・コン

プライアンス

委員会

サステナビリ

ティ委員会

代表取締役

会長
中村　勇人 ◎  〇 〇 〇 ◎

代表取締役

社長

コンサルティングDiv.長

金谷　智浩 〇   ◎ ◎  

専務取締役

クリエイティブDiv.長
大滝　仁実 〇   〇 〇  

常務取締役

コーポレートDiv.長
矢原　裕一郎 〇  〇 〇 〇 〇

取締役(社外)

監査等委員
浜本　亜実 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

取締役(社外)

監査等委員
西村　勇作 〇 〇 〇    

取締役(社外)

監査等委員
渡邉　淳 〇 〇 〇    

取締役

監査等委員
酒井　透 〇 〇   〇  

 

 

当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。

 
ロ．当該体制を採用する理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監

査・監督機能の強化とさらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当該体制を採用しております。
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③ 企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課

題であるとの認識から、以下のとおり、内部統制システムの構築に関する基本方針を定めております。

 
ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制の基礎として、取締役、執行役員及び使用人が遵守すべき規範である「クレド」

及び「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動

する企業風土を醸成し、堅持する。

・コンプライアンス体制を実現、維持するために、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置

し、会社の全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題についての協議・決定を行う。

・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の活動は、四半期ごとに、又は必要に応じて開催し、必

要に応じて取締役会に報告する。

・反社会的勢力とは一切関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せず、警察や弁護士等と連

携して、毅然とした態度で対処する。

・法令違反又はコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するための通報体制として、「公益通報者保

護規程」を運用し、通報窓口として公益通報対応業務従事者を設置する。

・内部監査部門である内部監査室において、コンプライアンス遵守状況を監査するものとし、監査結果を

代表取締役に報告し協議する。

 
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、「職務分掌規程」に定める主管部署が法令

及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、当該情報の性質（機密性・重要性）に応じて的確に所定

の年数を保存・管理する。

・当該主管部署は、取締役の閲覧請求に対して速やかに対応する。

 
ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理体制の実現、徹底を図るために、四半期ごとに又は必要に応じてリスクマネジメント・コン

プライアンス委員会を開催するとともに、内部監査室を設置し、互いに連携して当社のリスクに対して

継続的に監視する他、予めリスクを想定、分類、評価して、リスク発生を予防するとともに、有事の際

の迅速かつ適切な情報伝達と緊急管理体制の整備を統括する。

・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会及び内部監査室は、具体的な個別事案を含めて、リスク

管理体制の整備状況を検討し、定期的に又は必要に応じて取締役会に報告する。

 
ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

・取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。業務執行については、

予め定められた「職務権限規程」、「職務分掌規程」等により、それぞれの業務執行において必要とな

る権限を付与して経営責任を明確化する。

・取締役、執行役員及び使用人が共有する目標を持ち、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的

目標及び効率的な方法を各部門長が定め、その実施結果を迅速にデータ化して、各部門長と管理部門が

分析した結果を取締役会に報告する。それを受けて取締役会では、目標達成を阻害する要因を排除・低

減化する方策を決定し、各部門へ報告する体制によって効率化を図る。

 
ｅ．企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保し独立性を維持しつつ、グループ会社の

内部統制を構築する。

・当社は、子会社の自主的経営及び独立性を尊重しつつ、グループ会社として相互に協力し、ともに繁栄

を図るために必要な事項及び子会社に対する管理、指導を行う。
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ｆ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立

性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・補助使用人を置く必要がある場合には、適正に人員を配置し、当該人員の監査等委員でない取締役から

の独立性及び指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指示命令下で業務を行い、監査等委員でな

い取締役及び使用人からの指揮命令は受けない。また、当該人員の人事異動及び人事評価等については

監査等委員の意見を尊重して行う。

 
ｇ．監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制

監査等委員でない取締役は、次に定める事項を監査等委員会に報告する。

・取締役会、経営会議で協議された事項

・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

・日々の経営状況として重要な事項

・内部監査及びリスク管理に関する重要な事項

・重大な法令・定款違反

・内部通報の状況及び内容

・コンプライアンス上重要な事項

・取締役又は執行役員が決裁した稟議事項

・取締役又は執行役員が決裁した契約事項

・訴訟に関する事項

 
使用人は、次に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告する。

・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

・日々の経営状況として重要な事項

・内部監査及びリスク管理に関する重要な事項

・重大な法令・定款違反

 
ｈ．監査等委員に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

・報告をした者に対して、これを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止することを「公益通報者保護

規程」に規定し、当社取締役及び使用人に周知徹底する。

 
ｉ．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該

請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やか

に当該費用又は債務を処理する。

 
ｊ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会に対して、監査等委員でない取締役及び使用人へのヒアリングを行う機会を与える。

・監査等委員会に対して、代表取締役との定期的な意見交換を行う機会を与える。

・監査等委員会に対して、会計監査人及び内部監査室との間で定期的な意見交換を行う機会を設ける。

・監査等委員会から内部監査室に対して、要望する事項の内部監査の実施とその報告を受ける。

 
ｋ． 財務報告の信頼性を確保するための体制

・財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告

に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、

不備があれば必要な是正を行う。
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ロ．反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況

当社の代表取締役会長である中村勇人は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという信念を有し

ており、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。また、このような信念に基づき、取締役会、経

営会議等においても、機会あるごとに、自ら注意を促しております。

そして当社は、社内体制の構築として、以下のことを実施しております。

 
ａ．コンプライアンス遵守を実践するための行動規範として、「クレド」（約束）を定めており、その中で

「人として何が正しいか常に考え行動する」ことを謳い、社員に社会的に批判される反社会的勢力との関

係を一切断つ心構えを常に意識させております。

ｂ．社内規程として「反社会的勢力排除規程」を定めて、反社会的勢力の調査から有事の際の対応まで、基本

的な手順を定めて実施しております。

ｃ．反社会的勢力の排除を推進するための体制として、主管部署は管理部門とし、有事の際における対応統括

責任者ならびに反社調査の実施、運用の統括責任者を管理部門長としております。

ｄ．公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに賛助会員として加入し、情報収集に努めております。また、

本社管理部門を窓口として、所轄警察署や上記推進センターとの連絡強化を図っております。

ｅ．東京・大阪・名古屋の各拠点に不当要求防止責任者を選任し、暴力団の不当な要求による被害を防止し、

対応方法を習得する体制を整えております。

ｆ．当社の下請けを担っている協力会社との間では、原則、取引基本契約書を締結し、その条項中に協力会社

が反社会的勢力であることが判明した場合には、基本契約を解除できる旨を加えております。

ｇ．顧客との間で新たに取引を行うに際しては、管理部門を窓口として、顧客情報を外部情報機関等へ情報照

会して、反社会的勢力を排除する体制を構築し、実施しております。

 

ハ．リスク管理体制の整備の状況

当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、施工品質等さまざまな事業運営上のリスクについて、

「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメン

ト・コンプライアンス委員会を設置して、社内横断的なリスク管理を行っております。さらに、地震、火災等

の災害に対処するため、「緊急事態対応細則」や「災害マニュアル」等の各種規程を制定し、不測の事態に備

えております。

当社では、同委員会を当社運営に関する全社的・統括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけ

ており、取締役会で選任した者及び監査等委員を委員とするとともに、議案により社内の有識者を加えており

ます。委員である各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うと

ともに、不測の事態が発生した場合には、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会へ報告することと

なっております。

特に建設業法、建築基準法及び建築士法の遵守は当社のコンプライアンス体制にとって欠かせないため、同

委員会においてはこれらの諸法に関する多様な議題を提議し、体制強化に努めております。
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④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであ

ります。

氏名 常勤／社外区分 開催回数 出席回数

中村　勇人 常勤 14回 14回(100.0％)

金谷　智浩 常勤 14回 14回(100.0％)

大滝　仁実 常勤 14回 14回(100.0％)

矢原　裕一郎 常勤 14回 14回(100.0％)

浜本　亜実 社外 14回 14回(100.0％)

戸出　健次郎 社外 ８回 ７回( 87.5％)

西村　勇作 社外 14回 14回(100.0％)

渡邉　淳 社外 ６回 ６回(100.0％)
 

(注) １．戸出健次郎氏は、2025年９月26日開催の臨時株主総会の終結の時をもって退任しているため、退任までの期

間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。

２．渡邉淳氏は、2025年９月26日開催の臨時株主総会において就任したため、就任後に開催された監査等委員会

の出席状況を記載しております。

 
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関す

る基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定めら

れた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務執行状況に関する報告を受けております。

 
⑤ 指名委員会・報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名委員会・報酬委員会を１回開催しており、個々の指名委員・報酬委員の出席状

況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

中村　勇人 １回 １回(100.0％)

矢原　裕一郎 １回 １回(100.0％)

浜本　亜実 １回 １回(100.0％)

戸出　健次郎 １回 １回(100.0％)

西村　勇作 １回 １回(100.0％)
 

 
指名委員会・報酬委員会における具体的な検討内容として、当社監査等委員でない取締役の指名プロセス及び

報酬に関するプロセスにつき、社外取締役の関与により透明性・客観性を高めるとともに継続的なモニタリング

実施を通じ、取締役指名及び報酬の公正性を担保する為の答申をしております。
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⑥ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役として独立性の高い適切な人材を迎えられるようにするとともに、社外取締役が職務を遂

行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項の規定に基づき、社

外取締役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

 
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者で

ある役員がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる

ことのある損害が補填されます。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社監査等委員でない取締役及び

監査等委員である取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 
⑧ 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

 
⑨ 取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は７名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款に定めており

ます。

 
⑩ 取締役の選任決議

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めておりま

す。

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２をもって

行う旨を定款に定めております。

 
⑫ 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の行為に関する

取締役（取締役であった者を含む。）の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができ

る旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待さ

れる役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。

 
⑬ 剰余金の配当の決定機関

当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会決議により、毎年９月末日を基準日として中間配当を

行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当制度を採用することにより、株主への機動的な

利益還元を行うことを目的とするものであります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有

株式数(株)

代表取締役
会長

中村　勇人 1960年７月18日

1998年４月 ㈲ヴィス(現㈱ヴィス) 設立

1999年１月 ㈱ヴィス 組織変更

当社代表取締役社長 就任

2015年３月 ㈱クレド 取締役 就任(現任)

2022年６月 当社代表取締役会長 就任(現任)

(注)２ 5,316,400

代表取締役
社長

コンサルティ
ングDiv.長

金谷　智浩 1976年７月19日

1999年４月 ㈱実鷹企画(現㈱学情) 入社

2004年10月 当社 入社

2009年４月 当社執行役員 就任

2010年４月 当社東京事業部(現コンサルティングDiv. Sec.１～４)長

2010年５月 当社取締役 就任

2015年４月 当社デザイナーズオフィス事業本部(現コンサルティング
Div.)長(現任)

2015年７月 当社常務取締役 就任

2022年４月 ㈱ワークデザインテクノロジーズ(連結子会社) 代表取締役社

長 就任(現任)

2022年６月 当社代表取締役社長 就任(現任)

(注)２ 171,950

専務取締役
クリエイティ
ブDiv.長

大滝　仁実 1964年10月24日

2003年１月 個人事務所スタイル 開業

2006年３月 当社取締役 就任

2010年４月 当社クリエイティブ事業部(現クリエイティブDiv.)長(現任)

2015年７月 当社常務取締役 就任

2022年６月 当社専務取締役 就任(現任)

(注)２ 169,950

常務取締役
コーポレート
Div.長

矢原　裕一郎 1967年１月31日

1991年４月 飛島都市開発㈱ 入社

1997年９月 協和電線産業㈱ 入社

1998年４月 関西メンテナンス㈱(現オリックス・ファシリティーズ㈱) 入

社

2008年４月 ㈱大伸社 入社

2008年11月 ㈱フジ医療器 入社

2010年７月 生和コーポレーション㈱ 入社

2013年11月 ジャパンコントラクトフード㈱(現ACA Next㈱) 入社

2014年８月 FREEMIND holdings㈱(現㈱FREEMIND) 入社

2017年８月 当社入社 管理本部(現コーポレートDiv.)部長

2018年１月 当社取締役 就任

管理本部(現コーポレートDiv.)長(現任)

2022年６月 当社常務取締役 就任(現任)

(注)２ 7,000

取締役
監査等委員

浜本　亜実 1976年９月25日

1997年４月 ㈱オリエントコーポレーション 入社

1998年３月 シャネル㈱ 入社

2003年１月 森ビル㈱ 入社

2005年10月 ㈱Humanext 設立

代表取締役 就任(現任)

2015年４月 当社取締役 就任

2016年５月 (一社)21世紀学び研究所 理事 就任(現任)

2022年６月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)３ 4,500
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有

株式数(株)

取締役
監査等委員

西村　勇作 1970年１月５日

1992年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入社

1996年11月 司法試験合格

1999年４月 梅ヶ枝中央法律事務所 入所(現任)

2006年６月 ㈱バイオマーカーサイエンス 監査役 就任

2012年６月 ステラケミファ㈱ 監査役 就任

2016年６月 同社取締役(監査等委員) 就任

2019年１月 当社監査役 就任

2022年６月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)３ －

取締役
監査等委員

渡邉　淳 1972年３月16日

1992年４月 富士通㈱ 入社

1997年10月 青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人) 入所

2001年４月 公認会計士登録

2003年７月 野村證券㈱ 出向

2006年４月 ㈱ラルク 入社

2008年５月 同社取締役 就任

2014年５月 ㈱エラン 取締役CFO 就任

2018年４月 公認会計士渡邉淳事務所 設立

代表(現任)

2022年３月 アライドアーキテクツ㈱ 取締役(監査等委員) 就任

2025年１月 ㈱UMITO 監査役(現任)

2025年９月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)３ －

取締役
監査等委員

酒井　透 1965年１月17日

1988年４月 サカタインクス㈱ 入社

2001年10月 同社経理部マネージャー

2014年２月 同社内部監査室長

2020年３月 ロジコネット㈱ 出向 専務取締役 就任

2025年７月 当社入社 内部監査室

2026年６月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)３ －

計 5,669,800
 

(注) １．取締役 浜本亜実、西村勇作及び渡邉淳は社外取締役であります。

２．取締役 中村勇人、大滝仁実、金谷智浩、矢原裕一郎の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時か

ら選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役 浜本亜実、西村勇作、渡邉淳及び酒井透の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から選

任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役 中村勇人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社クレドが保有する株式数を含んで

おります。

５．当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の

向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

職名 氏名

コンサルティングDiv.　ゼネラルマネージャー 小川　慧

コンサルティングDiv.　ゼネラルマネージャー 森　陽香

クリエイティブDiv.　クリエイティブディレクター 母ヶ野　仁
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② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は３名であり、その全員を監査等委員として選任しております。

社外取締役浜本亜実氏は、株式会社Humanextの代表取締役社長のほか１社の役員を兼務しております。同氏

は、長きにわたり事業会社における企業経営者として経営に携わり、顧客サービスや社員への人材教育・育成の

経験も豊富で、経営戦略面からも取締役会の活性に資するものと期待し、客観的かつ中立の立場で当社の経営を

監督・助言いただくために選任しております。

社外取締役西村勇作氏は、梅ヶ枝中央法律事務所の所属弁護士を兼務しております。同氏は、弁護士として企

業法務に精通し、法律面について豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、

より効果的に監査機能を強化し得ると期待し、客観的かつ中立の立場で経営を監督・助言いただくために選任し

ております。

社外取締役渡邉淳氏は、公認会計士渡邉淳事務所の代表のほか１社の役員を兼務しております。同氏は、公認

会計士の資格を有しており、監査法人における法定監査業務や事業会社のCFOとしての業務にも従事しており、

IPO及び上場市場変更を経験するなど、財務活動に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の監査体制の一層

の強化とコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると期待し、客観的かつ中立の立場で経営を監

督・助言いただくために選任しております。

なお、社外取締役浜本亜実氏、西村勇作氏及び渡邉淳氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係

又はその他の利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、

選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を

行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか各種会議に出席し、中立的・専門的知見から経営を監督し、企業とし

ての健全性及び透明性を確保しております。また、社外取締役は監査等委員会における情報・意見交換や内部監

査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

イ．監査等委員会監査の組織、人員及び手続きについて

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成されております。監査等委員

会では、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めてお

ります。

監査等委員会監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針、監査計画及び役割分担に基づ

き、各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、期末決算監査、監査等委員でない取締役又は使用人への意見

聴取等を担っております。

また、内部監査室及び会計監査人と連携し、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。

 
ロ．監査等委員及び監査等委員会の活動状況

監査等委員会は、原則月１回開催される他、必要に応じて随時開催し、取締役会の意思決定及び取締役の職

務の執行状況の監査・監督を行うとともに、以下の事項について決議等を行います。

 
a．監査等委員会の主な決議事項

・監査等委員会監査方針、監査計画及び職務分担

・選定監査等委員の選任

・会計監査人の評価及び再任・不再任

・会計監査人の報酬への同意

・監査報告書

 
b. 監査等委員会の主な共有・検討事項

・取締役会議案の事前確認

・監査等委員の月次活動状況

・三様監査の状況

・公益通報者保護制度の状況

・監査等委員の職務執行状況の確認

 
c. 監査等委員の活動状況

・代表取締役及び監査等委員でない取締役へのヒアリング

・重要会議への出席

・重要な書類等の閲覧

・三様監査会議の開催

 
また、各監査等委員は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催される監査等委員

会において情報共有を図っております。さらに、内部監査室及び会計監査人と定期的にミーティングを実施す

るなど、連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
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個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

浜本　亜実 14回 14回(100.0％)

戸出　健次郎 ８回 ７回( 87.5％)

西村　勇作 14回 14回(100.0％)

渡邉　淳 ６回 ６回(100.0％)
 

(注) １．戸出健次郎氏は、2025年９月26日開催の臨時株主総会の終結の時をもって退任しているため、退任までの期

間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。

２．渡邉淳氏は、2025年９月26日開催の臨時株主総会において就任したため、就任後に開催された監査等委員会

の出席状況を記載しております。

 
監査等委員の活動として、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、各種重要会議への出席、重要な

書類の閲覧、期末決算監査、取締役又は使用人への意見聴取等を行っております。

また、内部監査室及び会計監査人と定期的にミーティングを実施するなど、連携を密にして、監査の実効性

と効率性の向上を図っております。

 
② 内部監査の状況

当社の内部監査は、内部監査室（専任者２名）が担当しております。内部監査は、当社が定める内部監査規程

に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果

を代表取締役に報告する体制となっております。内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、法

令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理

化と業務効率向上に資することを基本方針として実施しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制監

査においては、会計監査人と連携し、財務報告に係る内部統制の適正性と効率性について、内部監査室による内

部統制監査を実施する体制となっております。加えて、内部監査室と監査等委員会は、随時情報交換を実施して

おり、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有し、リスク管理体制の整備状況を定期的に又は

必要に応じて取締役会に報告し、全社的な業務改善に連携して取り組む体制とするとともに、監査等委員会及び

会計監査人との定期的な情報共有や意見交換による連携強化を図り、内部監査の実効性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

イ．監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 
ロ．継続監査期間

４年間

 
ハ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　岡本　伸吾

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　髙田　充規

 

ニ．監査業務における補助者の構成

公認会計士３名

その他の補助者10名
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ホ．監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えておりま

す。会計監査人の候補の選任に際しては、監査等委員会は、この基本的な考え方をもとに、会計監査人の独立

性・専門性、会計監査人による監査活動の適切性・妥当性を評価項目として会計監査人を評価し、監査等委員

会の決議を経て株主総会に付議することとしております。

 
ヘ．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指

針」（公益社団法人日本監査役協会）に基づき、監査法人に対して評価を行っております。

 
④ 監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
 基づく報酬(千円)

非監査業務に
 基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 19,500 － 20,000 －

連結子会社 － － － －

計 19,500 － 20,000 －
 

当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬の額が2,500千円あります。

 
ロ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（太陽グラントソントン・アドバイザーズ）に対する報酬

（イ．を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
 基づく報酬(千円)

非監査業務に
 基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 － － － 4,500

連結子会社 － － － －

計 － － － 4,500
 

当社における非監査業務の内容は、財務及び税務デューデリジェンス業務であります。

 
ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査内容、監査日数等を勘

案し、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。

 

ホ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第１項の同意をした

理由は、監査公認会計士等の監査時間及び監査報酬の推移等を確認し、当連結会計年度の監査計画及び報酬見

積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。

 
イ．監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のと

おりであります。

 
ａ．基本方針

当社の取締役の報酬等は、会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化することにより、当該取

締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当該取締役と株主の皆様と

の一層の価値共有を進めることを目的としております。

なお、社外取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、業務執行から独立した立場で経営を監督及び

助言する立場を考慮し、社外取締役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたしま

す。

また、当該方針の決定方法は、任意の報酬委員会の答申を尊重したうえで、取締役会決議により決定して

おります。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の報酬委員会が原案について当

該方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し当該方針

に沿うものであると判断しております。

 
ｂ．固定報酬に関する方針

固定報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位別に各取締役に求められる職責及び能力等に応じて、当社の

業績や、世間相場、使用人の給与水準等も考慮しながら総合的に勘案し、決定いたします。

 
ｃ．業績連動報酬等に関する方針

取締役に対し、業績目標の達成と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株

主との一層の価値共有を進めることを目的として、業績連動報酬等を支給いたします。

業績連動報酬等の具体的な内容として、評価期間中の当社業績等の数値目標を予め設定し、当該数値目標

の達成度合い等に応じて算定する数の当社普通株式を交付する又は当該株式に相当する額の金銭を、対象取

締役の報酬等として付与する業績連動型の株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット。以下「PSU」

という。）を採用いたします。本PSUは、原則として、会社が予め定めた対象期間（１事業年度の業績評価期

間）の業績目標（連結営業利益）の達成率を評価指標とし、これに連動した報酬を当該事業年度に係る定時

株主総会の日から１ヵ月以内に支給いたします。PSUとして交付する株式の個人別の数又は支給する金銭の額

は、役位及び業績目標達成度に応じて決定いたします。

ただし、対象取締役が取締役会において定める一定の非違行為、取締役会が正当と認める理由以外の理由

による退任等がある場合は本制度に基づく報酬等を受ける権利を喪失することといたします。

なお、当連結会計年度における指標の目標と実績は、連結営業利益目標1,922,324千円に対し実績

1,942,006千円となりました。

 
ロ．イ以外の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項

当社は、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のと

おりであります。

監査等委員である取締役の報酬等は、取締役の職務の執行を監査する立場を考慮し、常勤・非常勤の別や取

締役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。なお、各取締役の報酬等は、

監査等委員の協議により決定いたします。

また、当該方針の決定方法は、監査等委員会の決議により決定いたします。
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ハ．取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

ａ．監査等委員でない取締役の報酬等にかかる株主総会決議

・2022年６月27日開催の第24期定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は年

額300百万円以内と定められております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の

員数は４名（うち社外取締役０名）であります。

・2023年６月23日開催の第25期定時株主総会の決議により、業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェ

ア・ユニット）を導入しており、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式（譲渡制限付

株式）総数は年間６万株以内、冒頭記載の報酬枠内で、年額60百万円以内と定められております。ただ

し、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割（株式無償割当てを含みます。）によって増

減した場合は、上記の上限株式総数又は支給総額はその比率に応じて調整されるものといたします。な

お、当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は４名（うち社外取締役０名）であります。

 
ｂ．監査等委員である取締役の報酬等にかかる株主総会決議

2022年６月27日開催の第24期定時株主総会の決議により、金銭報酬の額は年額100百万円以内と定められて

おります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は４名（うち社外取締役４

名）であります。

 
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬

左記のうち、
非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社
外取締役を除く。)

171,297 155,700 15,597 11,904 4

監査等委員
(社外取締役を除く。)

－ － － － －

社外役員 10,800 10,800 － － 4
 

(注) １．上記には、2025年９月26日に退任された監査等委員（社外取締役）戸出健次郎氏を含んでおります。なお、

当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）４名、監査等委員である取締役

３名（うち、社外役員３名）であります。

２．監査等委員でない取締役に対する業績連動報酬等である賞与及び業績連動型株式報酬（パフォーマンス・

シェア・ユニット）の額は、当事業年度における費用計上額であります。

３．取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬11,904千

円であります。

 
③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 
(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

① 人材戦略に関する基本方針

イ．経営戦略の概要

当社グループは、顧客企業における働く環境づくりを通じて、組織や人のパフォーマンス向上に寄与するこ

とを事業の中核としています。オフィスデザインを中心としつつ、単なる空間の提供にとどまらず、顧客の課

題の本質を見極め、その企業が目指す姿を踏まえた最適な働く環境の在り方を構想・提案できることを競争力

の源泉としています。

こうした価値提供を支えるため、当社グループは人材を重要な経営資源と位置付け、専門性や構想力を備え

た人材による付加価値の高いサービス提供を通じて、収益性の向上及び持続的な事業成長を目指しています。

 
ロ．人材戦略の基本的考え方

上記の経営戦略を着実に実行するためには、戦略と連動した人材の確保・育成・評価が不可欠であるとの認

識のもと、当社グループは「戦略遂行力の高い人材ポートフォリオの構築」を人材戦略の基本方針としていま

す。

具体的には、以下の施策を一体的に推進しています。

　・経営戦略の実行に必要な専門性・スキルの明確化

　・中核人材の計画的な育成と適所配置

　・成果と挑戦を正当に評価する評価・報酬制度の整備

 
ハ．重点人材領域と施策

当社グループは、顧客の働き方そのものを設計・変革する事業特性を踏まえ、課題整理から施策設計・実行

までを一気通貫で担える、いわゆる経営コンサルティング的素養を有する高度人材を競争優位の源泉と位置付

けています。こうした人材を計画的に育成するため、以下の施策を体系的に運用しています。

 
a．10等級からなるスキルセット・キャリア体系

当社グループでは、専門性、問題解決力、設計力等を段階的に整理した10等級のスキルセットを定義して

おり、各等級において期待される役割やスキル水準、目指すキャリアの方向性を明確にしています。

 
b．社内試験（ヴィステスト）による習熟度確認

業務の理解度や実践力、日頃の成果については、社内試験（ヴィステスト）を通じて確認しており、一定

の基準を満たした場合に等級が上がる仕組みとしています。

 
c．目標設定及び面談を通じた評価プロセス

自己目標設定と上長との定期的な面談を通じて、個人のスキルや成果を可視化し、等級制度と連動した公

正な評価を行っています。

 

d．スキルアップ支援及び挑戦機会の提供

資格取得に向けた勉強会の実施、資格手当や合格祝金の支給に加え、先輩社員がメンターとなり仕事や

キャリアの相談に応じるメンター制度を整備しています。また、ビジネスアイデアコンテスト「Knot」を通

じて、新たな課題に挑戦する機会を提供しています。

 
ニ．人材戦略のモニタリング

人材戦略の進捗及び実効性については、職種別・等級別の人員構成、社内試験（ヴィステスト）の結果状

況、1on1ミーティングの実施率、従業員エンゲージメントの定性把握等をKPIとして設定し、継続的にモニタリ

ングしています。

これらのKPIや育成状況については、人材開発会議等の場において定期的に確認・議論を行い、階層別研修や

育成施策、制度運用の見直しに反映しています。こうした取り組みを通じて、事業特性に即した人材の育成と

活躍を促進し、経営戦略との整合性を維持しています。
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② 給与・報酬の決定方針

イ．基本方針

当社グループの給与・報酬制度は、経営戦略の達成及び中長期的な企業価値向上に資するよう、以下の基本

方針に基づき運用しています。

　・役割・責任及び発揮された成果に応じた公平かつ納得性のある報酬

　・優秀な人材の確保及び定着を可能とする競争力のある報酬水準

　・中長期的な視点での価値創出を促すインセンティブ設計

 
ロ．報酬水準及び構成の考え方

当社グループの給与は、前述の10等級からなるスキルセット・等級制度に基づき決定しており、各等級で求

められる専門性、役割及び能力水準を反映した報酬体系としています。また、個人の成果や貢献度に応じて賞

与等のインセンティブを支給することで、成果に直結した報酬設計としています。

 
ハ．評価プロセスとの連動

等級及び報酬の決定にあたっては、自己目標設定及び上長との定期的な面談を通じて、日頃の成果や行動を

多面的に評価しています。これらの評価結果を踏まえ、等級の見直しや報酬水準に反映することで、公正性及

び透明性の高い評価制度の運用に努めています。

 
ニ．各種手当及び福利厚生

当社グループは、従業員が安心して能力開発や長期的なキャリア形成に取り組める環境整備の一環として、

各種手当及び福利厚生制度を設けています。これらの制度は、人材の定着及びパフォーマンス向上を通じて、

中長期的な企業価値向上に資するものと考えています。

具体的には、資格取得を支援する勉強会の実施や資格手当、合格祝金の支給のほか、育児と就業の両立を支

援する子育て支援手当、家族手当、住宅手当等を整備しています。また、従業員持株会、永年勤続褒章制度、

社内表彰制度等を通じて、会社への貢献を多角的に評価する仕組みを構築しています。
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(2) 【従業員の状況】

当社グループでは、同一の従業員が複数のセグメントに従事しており、各セグメントに区分することが困難なた

め、従業員についてセグメントごとの記載を省略しております。

 
① 連結会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 301
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しておりま

す。

２．当社グループは、同一の従業員が複数の事業に従事しているため、セグメント別の内訳は記載しておりませ

ん。

 
② 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

296 34.2 5.9 7,301 △11.6
 

(注) １．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未

満であるため、記載を省略しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、同一の従業員が複数の事業に従事しているため、セグメント別の内訳は記載しておりません。

 
③ 労働組合の状況

当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 
④ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

イ．提出会社

2026年３月31日現在

管理職に占める女性労働者
の割合(％)(注２)

男性労働者の育児休業取得
率(％)(注３)

労働者の男女の賃金の差異(％)(注２・４)
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)

19.1 114.3
全労働者 正規労働者 非正規労働者

78.2 78.7 30.7
 

(注) １．集計対象には提出会社から他社への出向者を含み、他社から提出会社への出向者を除いております。

２．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

３．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業の取得割合を算出したものであります。

４．労働者の男女の賃金差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づ

き、2025年４月１日から2026年３月31日の期間の男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しています。

 
ロ．連結子会社

常時雇用する労働者数が100人以下であり、開示義務がないため、記載を省略しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監

査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、監査法人等が主催するセミ

ナーへの参加や会計専門誌の定期購読等を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,121,871 6,754,424

  売掛金 1,163,294 1,769,836

  仕掛品 126,576 327,416

  前払費用 66,661 84,725

  未収入金 2,343 5,257

  その他 6,499 43,900

  流動資産合計 7,487,246 8,985,560

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 990,003 1,143,924

   工具、器具及び備品（純額） 72,594 121,599

   土地 1,155,537 1,155,537

   リース資産（純額） - 5,333

   有形固定資産合計 ※１  2,218,136 ※１  2,426,394

  無形固定資産   

   ソフトウエア 41,118 46,939

   その他 76 76

   無形固定資産合計 41,194 47,015

  投資その他の資産   

   投資有価証券 329,796 411,431

   敷金及び保証金 377,531 372,300

   繰延税金資産 284,927 214,663

   その他 58,128 55,022

   投資その他の資産合計 1,050,384 1,053,418

  固定資産合計 3,309,715 3,526,828

 資産合計 10,796,961 12,512,389
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,889,219 2,103,302

  未払金 62,290 61,833

  未払費用 695,545 495,726

  未払法人税等 384,599 192,967

  未払消費税等 173,529 46,873

  前受金 385,454 1,302,365

  リース債務 - 1,365

  預り金 17,026 23,861

  賞与引当金 61,275 44,277

  役員賞与引当金 6,144 3,663

  流動負債合計 3,675,084 4,276,236

 固定負債   

  リース債務 - 4,835

  資産除去債務 146,415 267,120

  その他 38,845 29,249

  固定負債合計 185,260 301,205

 負債合計 3,860,344 4,577,441

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 544,652 565,059

  資本剰余金 519,511 539,916

  利益剰余金 5,856,049 6,815,984

  自己株式 △126 △126

  株主資本合計 6,920,087 7,920,833

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,170 2,209

  その他の包括利益累計額合計 1,170 2,209

 株式引受権 15,360 11,904

 純資産合計 6,936,617 7,934,947

負債純資産合計 10,796,961 12,512,389
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高   

 オフィス設計・施工収入等 16,075,004 16,315,483

 不動産賃貸収入 178,193 174,133

 売上高合計 16,253,198 16,489,616

売上原価 11,526,321 11,748,976

売上総利益 4,726,876 4,740,639

販売費及び一般管理費 ※１、２  2,810,981 ※１、２  2,798,633

営業利益 1,915,894 1,942,006

営業外収益   

 受取利息 3,354 17,661

 受取手数料 40 -

 受取賃貸料 2,784 3,407

 受取保険金 1,483 233

 保険解約返戻金 7,634 -

 その他 1,278 547

 営業外収益合計 16,575 21,850

営業外費用   

 支払利息 - 123

 固定資産除却損 ※３  615 ※３  5,654

 投資事業組合運用損 18,451 25,830

 リース解約損 239 -

 賃貸費用 274 6,051

 その他 2,194 230

 営業外費用合計 21,776 37,891

経常利益 1,910,694 1,925,965

特別利益   

 固定資産売却益 - ※４  12,357

 特別利益合計 - 12,357

税金等調整前当期純利益 1,910,694 1,938,323

法人税、住民税及び事業税 653,921 499,370

法人税等調整額 △100,863 69,785

法人税等合計 553,057 569,156

当期純利益 1,357,636 1,369,167

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 1,357,636 1,369,167
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

当期純利益 1,357,636 1,369,167

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 660 1,039

 その他の包括利益合計 ※１  660 ※１  1,039

包括利益 1,358,297 1,370,206

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,358,297 1,370,206

 非支配株主に係る包括利益 - -
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 新株式申込証拠金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 530,076 255 504,984 4,796,455 △69 5,831,702

当期変動額       

新株の発行 14,576 △255 14,527   28,848

剰余金の配当    △298,043  △298,043

親会社株主に帰属する当

期純利益
   1,357,636  1,357,636

自己株式の取得     △57 △57

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
      

当期変動額合計 14,576 △255 14,527 1,059,593 △57 1,088,384

当期末残高 544,652 - 519,511 5,856,049 △126 6,920,087
 

 

 
その他の包括利益累計額

株式引受権 純資産合計その他有価証券評

価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 509 509 13,716 5,845,928

当期変動額     

新株の発行    28,848

剰余金の配当    △298,043

親会社株主に帰属する当

期純利益
   1,357,636

自己株式の取得    △57

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
660 660 1,644 2,304

当期変動額合計 660 660 1,644 1,090,689

当期末残高 1,170 1,170 15,360 6,936,617
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 新株式申込証拠金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 544,652 - 519,511 5,856,049 △126 6,920,087

当期変動額       

新株の発行 20,406  20,404   40,811

剰余金の配当    △409,232  △409,232

親会社株主に帰属する当

期純利益
   1,369,167  1,369,167

自己株式の取得      -

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
      

当期変動額合計 20,406 - 20,404 959,935 - 1,000,746

当期末残高 565,059 - 539,916 6,815,984 △126 7,920,833
 

 

 
その他の包括利益累計額

株式引受権 純資産合計その他有価証券評

価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,170 1,170 15,360 6,936,617

当期変動額     

新株の発行    40,811

剰余金の配当    △409,232

親会社株主に帰属する当

期純利益
   1,369,167

自己株式の取得    -

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
1,039 1,039 △3,455 △2,416

当期変動額合計 1,039 1,039 △3,455 998,330

当期末残高 2,209 2,209 11,904 7,934,947
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 1,910,694 1,938,323

 減価償却費 124,408 156,409

 賞与引当金の増減額（△は減少） 17,777 △16,997

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 429 △2,481

 株式報酬費用 15,360 11,904

 受取利息及び受取配当金 △3,354 △17,661

 支払利息 - 123

 固定資産除却損 615 5,654

 投資事業組合運用損益（△は益） 18,451 25,830

 固定資産売却損益（△は益） - △12,357

 売上債権の増減額（△は増加） 385,518 △606,542

 棚卸資産の増減額（△は増加） △62,288 △204,514

 前払費用の増減額（△は増加） △12,850 △18,064

 仕入債務の増減額（△は減少） △216,639 214,082

 未払金の増減額（△は減少） 8,507 772

 未払費用の増減額（△は減少） 165,481 △199,819

 未払消費税等の増減額（△は減少） 87,325 △126,656

 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） △9,042 8,600

 前受金の増減額(△は減少) △208,245 916,910

 その他 △4,779 △46,233

 小計 2,217,369 2,027,285

 利息及び配当金の受取額 3,303 17,626

 利息の支払額 - △123

 法人税等の支払額 △660,598 △699,602

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,560,073 1,345,185

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △45,085 △223,504

 有形固定資産の売却による収入 - 15,293

 無形固定資産の取得による支出 △8,296 △26,963

 投資有価証券の取得による支出 △125,000 △110,000

 敷金及び保証金の差入による支出 △154,445 △7,226

 敷金及び保証金の回収による収入 182 23,391

 その他 5,467 1,049

 投資活動によるキャッシュ・フロー △327,177 △327,961

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 15,132 25,451

 自己株式の取得による支出 △57 -

 配当金の支払額 △298,043 △409,232

 リース債務の返済による支出 - △889

 財務活動によるキャッシュ・フロー △282,968 △384,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 949,927 632,553

現金及び現金同等物の期首残高 5,021,943 5,971,871

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  5,971,871 ※１  6,604,424
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

1社

主要な連結子会社の名称

株式会社ワークデザインテクノロジーズ

 

(2) 主要な非連結子会社名

該当事項はありません。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。

 

(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

イ．市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

ロ．市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

ハ．投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

 
② 棚卸資産

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　８～50年

工具、器具及び備品　　３～15年

 
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

 
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
④ 長期前払費用

均等償却によっております。なお、主な償却期間は５年であります。

 
 
(3) 重要な引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上して

おります。

 

② 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上してお

ります。

 
(4) 重要な収益及び費用の計上基準

① オフィス設計・施工

当社グループは、主にオフィスの設計・施工を行っております。これらのうち工事契約については、履行義務

を充足する進捗に合わせ一定の期間にわたり収益を認識しております。

また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっており

ます。なお、当社グループの工事契約のほとんどは、取引開始から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点

までの期間がごく短い場合に該当すると見込まれており、その場合は一定の期間にわたり収益を認識するのでは

なく、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

その他、工事契約以外のオフィス家具や什器等の販売については、顧客による検収が完了した時点をもって収

益を認識しております。

取引の対価は、主に契約締結時又は履行義務充足時に支払いを要求しており、支払要求時点から概ね１か月以

内に回収していることから重要な金融要素は含んでおりません。

 
② 不動産賃貸

当社グループは、自社で運営している「The Place」においてオフィススペースの賃貸を行っており、オフィス

スペースの賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に従っております。

 
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 
(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

１．リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）等

 
(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全て

のリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえ

た検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の

全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、

IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公

表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係

る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

 
２．後発事象に関する会計基準等

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準委

員会）

 
(1) 概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設

定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実務指針第１

号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委

員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務

諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであ

ります。

 
(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。
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(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸費用」は、金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会

計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた2,469千

円は「賃貸費用」274千円、「その他」2,194千円として組み替えております。

 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記をしておりました「差入保証金償却額」は、金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に表示していた「差入保証金償却額」7,471千円及び「その他」△12,250千円は「その他」△4,779千円と

して組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 328,291千円 411,712千円
 

 
(連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

役員報酬 154,500千円 166,500千円

給料及び手当 936,519 〃 1,051,835 〃

賞与 675,199 〃 485,910 〃

法定福利費 245,152 〃 238,781 〃

賞与引当金繰入額 51,977 〃 37,377 〃

役員賞与引当金繰入額 6,144 〃 3,663 〃

減価償却費 66,438 〃 74,238 〃

地代家賃 150,135 〃 185,942 〃

支払手数料 120,356 〃 163,784 〃
 

 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

38,460千円 7,911千円
 

 
※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 －千円 5,266千円

工具、器具及び備品 114 〃 163 〃

ソフトウエア 501 〃 225 〃

計 615千円 5,654千円
 

 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 －千円 10,864千円

工具、器具及び備品 － 〃 1,493 〃

計 －千円 12,357千円
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金     

当期発生額 974千円 1,517千円

法人税等及び税効果調整前 974千円 1,517千円

法人税等及び税効果額 △313 〃 △478 〃

その他有価証券評価差額金 660千円 1,039千円

その他の包括利益合計 660千円 1,039千円
 

 
(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,279,050 72,750 － 8,351,800
 

(変動事由の概要)

普通株式の株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による新株式の発行による増加　　　　　　　　60,750株

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加　12,000株

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 76 47 － 123
 

(変動事由の概要)

普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 
３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会

普通株式 298,043 36.00 2024年３月31日 2024年６月27日
 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 409,232 49.00 2025年３月31日 2025年６月27日
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当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,351,800 83,250 － 8,435,050
 

(変動事由の概要)

普通株式の株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による新株式の発行による増加　　　　　　　　68,250株

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加　15,000株

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 123 － － 123
 

 
３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会

普通株式 409,232 49.00 2025年３月31日 2025年６月27日
 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 413,311 49.00 2026年３月31日 2026年６月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金 6,121,871千円 6,754,424千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △150,000 〃 △150,000 〃

現金及び現金同等物 5,971,871千円 6,604,424千円
 

 
　２　重要な非資金取引の内容

　　　重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

重要な資産除去債務の計上額 －千円 122,370千円
 

 
(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

複合機（工具、器具及び備品）であります。

 
(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表「注記事項　(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)　４．会計方針に関する事項　(2)

重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 
２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

１年内 188,179千円 354,262千円

１年超 150,075 〃 608,978 〃

合計 338,254千円 963,241千円
 

 
（貸主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

１年内 55,583千円 41,926千円

１年超 24,629 〃 108,642 〃

合計 80,213千円 150,569千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業運営の基盤となる運転資金の資金調達については、自己資金による充当を基本としており

ますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合に

は、銀行借入により必要資金を調達しております。また、資金運用については、短期的な預金等によっておりま

す。なお、デリバティブを含む投機的な取引は行わない方針であります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、

不測の損害が生じないようにするため、与信管理規程に従い、担当部署が顧客の状況を定期的にモニタリングし、

財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握、また、各営業担当者が支払条件や取引相手の信用状況に応じて期

日及び残高等を適切に管理することで、リスクの軽減を図っております。なお、ほとんどが１年以内の短期間で決

済されております。

投資有価証券は、投資事業組合への出資金であり、信用リスクに晒されておりますが、定期的に発行体及び投資

事業組合の財務状況等を把握しております。

敷金及び保証金は、主に当社の各拠点事務所の賃貸借契約にあたり差し入れた敷金及び保証金であり、差入先の

信用リスクに晒されておりますが、差入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図ってお

ります。

営業債務である買掛金及びその他金銭債務である未払金は、その全てが１年以内に支払期日が到来するものであ

ります。

これらの営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは、月次で資金繰り計画を作成すると

ともに、適正な手元流動性を維持することにより管理しております。

 
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。

 
２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

敷金及び保証金 353,449 338,640 △14,809

資産計 353,449 338,640 △14,809
 

(※１) 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２) 市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとお

りであります。なお、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出

資は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24-

16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

区分 前連結会計年度(千円)

投資事業組合への出資 329,796
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当連結会計年度(2026年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

敷金及び保証金 356,775 339,337 △17,437

資産計 356,775 339,337 △17,437
 

(※１) 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２) 市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとお

りであります。なお、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出

資は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24-

16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

区分 当連結会計年度(千円)

投資事業組合への出資 411,431
 

 

(注１)　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2025年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 6,121,871 － － －

売掛金 1,163,294 － － －

敷金及び保証金　(※) 15,564 182,513 154,348 1,022

合計 7,300,730 182,513 154,348 1,022
 

(※) 差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残高）

を控除しております。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 6,754,424 － － －

売掛金 1,769,836 － － －

敷金及び保証金　(※) 11,743 344,083 － 947

合計 8,536,004 344,083 － 947
 

(※) 差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残高）

を控除しております。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 338,640 － 338,640

資産計 － 338,640 － 338,640
 

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 339,337 － 339,337

資産計 － 339,337 － 339,337
 

(※) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

敷金に係る部分の時価は、差入先ごとに返還予定時期を見積り、その将来キャッシュ・フローと、返還予定時

期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。

 

(有価証券関係)

前連結会計年度(2025年３月31日)

投資有価証券（連結貸借対照表計上額 329,796千円）は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

投資有価証券（連結貸借対照表計上額 411,431千円）は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

 
２．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度23,732千円、当連結会計年度27,518千円であります。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第２回新株予約権 第３回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 2016年１月27日 2018年３月20日

付与対象者の区分及び人数
取締役　３名
監査役　２名
従業員　72名

取締役　１名
従業員　26名

株式の種類のストック・オ
プションの数 (注)

普通株式　141,000株 普通株式　24,750株

付与日 2016年２月26日 2018年３月30日

権利確定条件
「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株
予約権等の状況」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　2018年１月28日
至　2026年１月26日

自　2020年３月21日
至　2028年３月19日

 

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2016年10月17日付の株式分割（普通株式１株につき50株の割合）及

び2019年８月29日付の株式分割（普通株式１株につき３株の割合）による分割後の株式数に換算して記載してお

ります。

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2026年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

なお、2016年10月17日付の株式分割（普通株式１株につき50株の割合）及び2019年８月29日付の株式分割（普通

株式１株につき３株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

 
① ストック・オプションの数

 第２回新株予約権 第３回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 2016年１月27日 2018年３月20日

権利確定前(株)   

前連結会計年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後(株)   

前連結会計年度末 66,000 15,750

権利確定 － －

権利行使 66,000 2,250

失効 － －

未行使残 － 13,500
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② 単価情報

 第２回新株予約権 第３回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 2016年１月27日 2018年３月20日

権利行使価格(円) 374 341

行使時平均株価(円) 1,418 1,422

付与日における公正な
評価単価(円)

－ －
 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションを付与した時点においては、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な

評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基

礎となる自社の株式の評価方法は、類似業種比準法で算定した価格を基礎として算定しております。

 
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の

合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計

額

(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 13,808千円

(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日
における本源的価値の合計額

71,314千円
 

 

６．取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事後交付型の内容、規模及びその変動状況

(1) 事後交付型業績連動型株式報酬の内容

 
2024年事後交付型

(パフォーマンス・シェア・ユニット
(PSU))

2025年事後交付型
(パフォーマンス・シェア・ユニット

(PSU))

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役(監査等委員を除く)３名 当社の取締役(監査等委員を除く)３名

株式の種類別の付与された株式数 普通株式　15,000株 普通株式　13,000株

付与日 2024年６月26日 2025年６月26日

権利確定条件
対象者が評価期間中に開催される当社の定時株主総会の日からその翌年に開催さ
れる定時株主総会の日までの間継続して当社の取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の地位にあること。

対象勤務期間 2024年４月１日～2025年６月26日 2025年４月１日～2026年６月25日
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(2) 事後交付型業績連動型株式報酬の規模及びその変動状況

① 費用計上額及び科目名

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

販売費及び一般管理費の
株式報酬費用(千円)

15,360千円 11,904千円
 

 
② 株式数

当連結会計年度において権利未確定株式数が存在した、又は当連結会計年度の末日において権利確定後の未発行

株式数が存在した事後交付型を対象として記載しております。

 
2024年事後交付型

(パフォーマンス・シェア・ユニット
(PSU))

2025年事後交付型
(パフォーマンス・シェア・ユニット

(PSU))

前連結会計年度末(株) 15,000 －

付与(株) － 13,000

失効(株) － －

権利確定(株) 15,000 －

未確定残(株) － 13,000

権利確定後の未発行残(株) － －
 

 
③ 単価情報

 
2024年事後交付型

(パフォーマンス・シェア・ユニット
(PSU))

2025年事後交付型
(パフォーマンス・シェア・ユニット

(PSU))

付与日における公正な評価単価
(円)

1,024 1,221
 

 
７．公正な評価単価の見積方法

2024年事後交付型は、付与日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を公正な評価単価としております。

2025年事後交付型は、付与日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を公正な評価単価としております。

 

８．権利確定株式数の見積方法

事後交付型は、基本的には将来の没収数の合理的な見積りは困難であるため、実績の没収数のみを反映させる方法

を採用しております。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産     

未払事業税 23,129千円 15,731千円

未払事業所税 1,658 〃 1,983 〃

賞与引当金 18,793 〃 13,993 〃

株式報酬費用 9,164 〃 － 〃

未払費用 166,890 〃 112,143 〃

一括償却資産 4,939 〃 5,921 〃

減価償却超過額 1,979 〃 － 〃

保証金 1,820 〃 1,844 〃

資産除去債務 57,958 〃 92,787 〃

繰延資産償却超過額 506 〃 399 〃

ソフトウエア開発費 26,958 〃 24,293 〃

その他 2,431 〃 2,235 〃

繰延税金資産合計 316,231千円 271,335千円

繰延税金負債     

資産除去債務に対応する除去費用 △30,765千円 △55,454千円

その他有価証券評価差額金 △538 〃 △1,016 〃

その他 － 〃 △200 〃

繰延税金負債合計 △31,303千円 △56,671千円

繰延税金資産純額 284,927千円 214,663千円
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 30.62％ － 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.23％ － 

住民税均等割 0.37％ － 

法人税額の特別控除額 △5.66％ － 

留保金課税 4.03％ － 

評価性引当額の増減 △0.56％ － 

その他 △0.05％ － 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.97％ － 
 

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため注記を省略しております。
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(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

 
１．当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 
２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から５年と見積り、割引率は国債利回りの利率に基づき0.301％～1.244％を使用して資産除去

債務の金額を計算しております。

 
３．当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

期首残高 145,984千円 146,415千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 〃 122,370 〃

時の経過による調整額 430 〃 1,231 〃

資産除去債務の履行による減少額 － 〃 △230 〃

見積りの変更による減少額 － 〃 △2,666 〃

期末残高 146,415千円 267,120千円
 

 
４．当該資産除去債務の見積りの変更

当連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、退去

時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報を入手したことに伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行

いました。当該見積りの変更による減少額2,666千円を変更前の資産除去債務残高から減算しております。

 
(賃貸等不動産関係)

当社グループでは、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しております。

前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は26,431千円（賃貸収益及び賃貸費用は、それぞれ

売上高及び売上原価に計上）であります。

当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は△60,823千円（賃貸収益及び賃貸費用は、それぞ

れ売上高及び売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高 1,824,559 1,794,282

期中増減額 △30,276 77,788

期末残高 1,794,282 1,872,071

期末時価 2,024,597 2,283,319
 

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の減少額は減価償却費30,276千円であります。

当連結会計年度の主な増加額は、「The Place 新橋」の開設費用117,094千円であり、減少額は、減価償却

費39,306千円であります。

３．期末の時価は、土地については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づきますが、一定の評価額

や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合は直近の不動産鑑定評

価を行った時から当該評価額や指標を用いて調整した金額をもって時価とみなし、建物等の償却性資産につ

いては適正な帳簿価額をもって時価とみなしております。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自  2024年４月１日 至  2025年３月31日)

(単位：千円)

 

報告セグメント

合計
ブランディング事業

データソリューション・
プレイスソリューション

事業

関東 10,718,312 387,674 11,105,987

関西 3,141,249 13,168 3,154,417

中部 1,099,812 67,978 1,167,790

その他 646,779 29 646,808

顧客との契約から生じる収益 15,606,154 468,850 16,075,004

その他の収益 － 178,193 178,193

外部顧客への売上高 15,606,154 647,043 16,253,198
 

 
当連結会計年度(自  2025年４月１日 至  2026年３月31日)

(単位：千円)

 

報告セグメント

合計
ブランディング事業

データソリューション・
プレイスソリューション

事業

関東 9,980,950 272,689 10,253,640

関西 3,752,937 17,028 3,769,965

中部 1,729,488 138,020 1,867,508

その他 424,368 － 424,368

顧客との契約から生じる収益 15,887,745 427,737 16,315,483

その他の収益 － 174,133 174,133

外部顧客への売上高 15,887,745 601,871 16,489,616
 

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項　(連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項)　４．会計方針に関する事項　(4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等

  (単位：千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高)   

電子記録債権 67,600 －

売掛金 1,481,213 1,163,294

顧客との契約から生じた債権(期末残高)   

電子記録債権 － －

売掛金 1,163,294 1,768,970

契約負債(期首残高)   

前受金 576,996 370,452

契約負債(期末残高)   

前受金 370,452 1,288,583
 

契約負債は、主に工事契約に基づいて顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の

認識に伴い取り崩されます。

前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は576,996千円でありま

す。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は370,452千円でありま

す。当連結会計年度における契約負債の残高の重要な変動の要因は、主に大型の工事契約に伴う前受金の増加であ

ります。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想され

る契約期間が１年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約

から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、「ブランディング事業」及び「データソリューション・プレイスソリューション事業」の２つ

を報告セグメントとしております。

 

(2) 各報告セグメントに属するサービスの種類

「ブランディング事業」は、ワークプレイスデザイン・ウェブデザイン・グラフィックデザインをワンストップ

で提供しております。

「データソリューション・プレイスソリューション事業」は、ワークプレイス構築DXツール「ワークデザインプ

ラットフォーム」や組織改善サーベイ「ココエル」を提供しております。また、フレキシブルオフィス「The

Place」の運営を行っております。

 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されているセグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載

と同一であります。報告セグメントの利益は、連結損益計算書の営業利益ベースの数値であります。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額

(注)１

連結財務諸表

計上額

(注)２
ブランディン

グ事業

データソリュー
ション・プレイ
スソリューショ
ン事業

合計

売上高      

外部顧客への売上高 15,606,154 647,043 16,253,198 － 16,253,198

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 203,457 203,457 △203,457 －

計 15,606,154 850,501 16,456,655 △203,457 16,253,198

セグメント利益 1,906,741 127,442 2,034,183 △118,288 1,915,894

セグメント資産 2,185,189 2,126,619 4,311,808 6,485,152 10,796,961

その他の項目      

減価償却費 84,122 40,215 124,338 70 124,408

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
11,559 1,600 13,159 45,662 58,822

 

(注) １．セグメント利益の調整額△118,288千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額

(注)１

連結財務諸表

計上額

(注)２
ブランディン

グ事業

データソリュー
ション・プレイ
スソリューショ
ン事業

合計

売上高      

外部顧客への売上高 15,887,745 601,871 16,489,616 － 16,489,616

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 233,547 233,547 △233,547 －

計 15,887,745 835,418 16,723,163 △233,547 16,489,616

セグメント利益 2,001,552 64,984 2,066,536 △124,530 1,942,006

セグメント資産 2,853,855 2,420,451 5,274,306 7,238,082 12,512,389

その他の項目      

減価償却費 101,150 51,963 153,114 △261 152,852

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
224,133 150,911 375,045 △536 374,509

 

(注) １．セグメント利益の調整額△124,530千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 
【関連当事者情報】

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり純資産額 828.73円 939.31円

１株当たり当期純利益 163.43円 163.39円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 161.38円 162.38円
 

(注) １．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,357,636 1,369,167

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,357,636 1,369,167

普通株式の期中平均株式数(株) 8,307,218 8,379,950

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 105,194 51,754

(うち新株予約権(株)) (89,981) (46,028)

(うち株式引受権(株)) (15,213) (5,725)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ －
 

 
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
(2025年３月31日)

当連結会計年度末
(2026年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,936,617 7,934,947

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 15,360 11,904

(うち株式引受権(千円)) (15,360) (11,904)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 6,921,257 7,923,042

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の
数(株)

8,351,677 8,434,927
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載

を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 6,874,829 16,489,616

税金等調整前
中間(当期)純利益

(千円) 656,717 1,938,323

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(千円) 414,004 1,369,167

１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 49.53 163.39
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,046,900 6,697,066

  売掛金 1,163,239 1,769,781

  仕掛品 126,736 325,660

  前払費用 66,152 84,173

  未収入金 ※１  11,691 ※１  17,426

  その他 6,499 42,019

  流動資産合計 7,421,220 8,936,127

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 987,565 1,142,700

   構築物（純額） 2,438 1,224

   工具、器具及び備品（純額） 73,442 122,779

   土地 1,155,537 1,155,537

   リース資産（純額） - 5,333

   有形固定資産合計 2,218,983 2,427,575

  無形固定資産   

   ソフトウエア 40,978 28,275

   その他 76 76

   無形固定資産合計 41,054 28,352

  投資その他の資産   

   投資有価証券 329,796 411,431

   関係会社株式 90,000 90,000

   敷金及び保証金 377,531 372,300

   繰延税金資産 253,987 187,133

   その他 58,128 55,022

   投資その他の資産合計 1,109,444 1,115,888

  固定資産合計 3,369,482 3,571,815

 資産合計 10,790,702 12,507,943
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※１  1,914,135 ※１  2,135,187

  未払金 ※１  59,157 ※１  59,361

  未払費用 695,395 495,521

  リース債務 - 1,365

  未払法人税等 363,977 194,695

  未払消費税等 169,868 43,810

  前受金 385,454 1,302,365

  預り金 17,011 23,855

  賞与引当金 60,504 43,327

  役員賞与引当金 6,144 3,663

  流動負債合計 3,671,649 4,303,151

 固定負債   

  リース債務 - 4,835

  資産除去債務 146,415 267,120

  その他 38,845 29,249

  固定負債合計 185,260 301,205

 負債合計 3,856,909 4,604,357

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 544,652 565,059

  資本剰余金   

   資本準備金 519,511 539,916

   資本剰余金合計 519,511 539,916

  利益剰余金   

   利益準備金 6,250 6,250

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 5,846,975 6,778,372

   利益剰余金合計 5,853,225 6,784,623

  自己株式 △126 △126

  株主資本合計 6,917,263 7,889,472

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,170 2,209

  評価・換算差額等合計 1,170 2,209

 株式引受権 15,360 11,904

 純資産合計 6,933,793 7,903,585

負債純資産合計 10,790,702 12,507,943
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高   

 オフィス設計・施工収入等 16,074,454 16,314,804

 不動産賃貸収入 178,193 174,133

 売上高合計 16,252,648 16,488,937

売上原価 ※１  11,634,734 ※１  11,839,928

売上総利益 4,617,913 4,649,009

販売費及び一般管理費 ※１、２  2,740,247 ※１、２  2,756,624

営業利益 1,877,665 1,892,384

営業外収益   

 受取利息 3,321 17,546

 受取手数料 40 -

 受取賃貸料 2,784 3,407

 受取保険金 1,483 233

 保険解約返戻金 7,634 -

 経営指導料 ※１  3,600 ※１  4,500

 業務受託料 ※１  948 ※１  2,451

 その他 1,278 545

 営業外収益合計 21,090 28,684

営業外費用   

 支払利息 - 123

 固定資産除却損 ※３  615 ※３  5,654

 投資事業組合運用損 18,451 25,830

 リース解約損 239 -

 賃貸費用 274 6,051

 その他 2,188 221

 営業外費用合計 21,770 37,882

経常利益 1,876,985 1,883,186

特別利益   

 固定資産売却益 - ※４  12,357

 特別利益合計 - 12,357

税引前当期純利益 1,876,985 1,895,544

法人税、住民税及び事業税 628,951 488,539

法人税等調整額 △75,181 66,375

法人税等合計 553,770 554,914

当期純利益 1,323,214 1,340,629
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　製造原価      

①　労務費  682,683 5.9 659,135 5.6

②　外注費  10,743,087 93.1 10,974,397 93.0

③　経費 ※１ 116,717 1.0 169,098 1.4

　　当期総製造費用  11,542,488 100.0 11,802,630 100.0

　　仕掛品期首棚卸高  67,115  126,736  

　　　　　　合計  11,609,603  11,929,367  

　　仕掛品期末棚卸高  126,736  325,660  

製造原価計  11,482,867  11,603,706  

      

Ⅱ　不動産賃貸原価 ※２ 151,867  236,221  

売上原価  11,634,734  11,839,928  
 

 
(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

旅費交通費 15,725 18,032

減価償却費 20,874 29,793

地代家賃 47,608 68,703

消耗品費 3,743 7,279

通信費 － 2

水道光熱費 2,167 3,221

備品費 116 1,820

支払手数料 19,037 27,432
 

 

 ※２ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

租税公課 11,068 11,622

減価償却費 37,095 47,093

地代家賃 49,537 101,730

消耗品費 2,430 16,382

水道光熱費 6,956 7,927

備品費 501 8,269

支払手数料 26,989 24,632
 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金
新株式申込証拠

金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
利益

準備金

その他利益剰余

金
利益

剰余金

合計
繰越利益

剰余金

当期首残高 530,076 255 504,984 504,984 6,250 4,821,804 4,828,054

当期変動額        

新株の発行 14,576 △255 14,527 14,527    

剰余金の配当      △298,043 △298,043

当期純利益      1,323,214 1,323,214

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
       

当期変動額合計 14,576 △255 14,527 14,527 - 1,025,171 1,025,171

当期末残高 544,652 - 519,511 519,511 6,250 5,846,975 5,853,225
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

株式引受権
純資産

合計自己株式
株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △69 5,863,301 509 509 13,716 5,877,526

当期変動額       

新株の発行  28,848    28,848

剰余金の配当  △298,043    △298,043

当期純利益  1,323,214    1,323,214

自己株式の取得 △57 △57    △57

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  660 660 1,644 2,304

当期変動額合計 △57 1,053,962 660 660 1,644 1,056,266

当期末残高 △126 6,917,263 1,170 1,170 15,360 6,933,793
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当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金
新株式申込証拠

金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
利益

準備金

その他利益剰余

金
利益

剰余金

合計
繰越利益

剰余金

当期首残高 544,652 - 519,511 519,511 6,250 5,846,975 5,853,225

当期変動額        

新株の発行 20,406  20,404 20,404    

剰余金の配当      △409,232 △409,232

当期純利益      1,340,629 1,340,629

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
       

当期変動額合計 20,406 - 20,404 20,404 - 931,397 931,397

当期末残高 565,059 - 539,916 539,916 6,250 6,778,372 6,784,623
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

株式引受権
純資産

合計自己株式
株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △126 6,917,263 1,170 1,170 15,360 6,933,793

当期変動額       

新株の発行  40,811    40,811

剰余金の配当  △409,232    △409,232

当期純利益  1,340,629    1,340,629

自己株式の取得  -    -

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  1,039 1,039 △3,455 △2,416

当期変動額合計 - 972,208 1,039 1,039 △3,455 969,792

当期末残高 △126 7,889,472 2,209 2,209 11,904 7,903,585
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 関係会社株式

移動平均法による原価法

 
(2) その他有価証券

① 市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

② 市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

③ 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

 
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

 
３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　 　８～50年

構築物　　　　　　　 10～20年

工具、器具及び備品　 ３～15年

 
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。

 
(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
(4) 長期前払費用

均等償却によっております。なお、主な償却期間は５年であります。

 
４．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しておりま

す。

 
(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しておりま

す。
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５．重要な収益及び費用の計上基準

(1) オフィス設計・施工

当社は、主にオフィスの設計・施工を行っております。これらのうち工事契約については、履行義務を充足する

進捗に合わせ一定の期間にわたり収益を認識しております。

また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっておりま

す。なお、当社の工事契約のほとんどは、取引開始から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が

ごく短い場合に該当すると見込まれており、その場合は一定の期間にわたり収益を認識するのではなく、完全に履

行義務を充足した時点で収益を認識しております。

その他、工事契約以外のオフィス家具や什器等の販売については、顧客による検収が完了した時点をもって収益

を認識しております。

取引の対価は、主に契約締結時又は履行義務充足時に支払いを要求しており、支払要求時点から概ね１か月以内

に回収していることから重要な金融要素は含んでおりません。

 
(2) 不動産賃貸

当社は、自社で運営している「The Place」においてオフィススペースの賃貸を行っており、オフィススペースの

賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に従っております。

 
(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 
(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸費用」は、金額的重要性が増したた

め、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財

務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた2,463千円は「賃

貸費用」274千円、「その他」2,188千円として組み替えております。

 
(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 9,348千円 12,170千円

短期金銭債務 49,420 〃 45,054 〃
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(損益計算書関係)

※１　関係会社との取引高は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

営業取引（支出分） 226,312千円 256,308千円

営業取引以外の取引（収入分） 4,548 〃 6,951 〃
 

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

役員報酬 154,500千円 166,500千円

給料及び手当 912,076 〃 1,011,765 〃

賞与 659,664 〃 471,616 〃

法定福利費 238,604 〃 230,222 〃

賞与引当金繰入額 51,206 〃 36,427 〃

役員賞与引当金繰入額 6,144 〃 3,663 〃

減価償却費 66,597 〃 74,452 〃

地代家賃 149,019 〃 184,827 〃

   

おおよその割合   

　販売費 61.9％ 58.1％

　一般管理費 38.1％ 41.9％
 

 
※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

建物 －千円 751千円

構築物 － 〃 4,515 〃

工具、器具及び備品 114 〃 163 〃

ソフトウエア 501 〃 225 〃

計 615千円 5,654千円
 

 
※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物 －千円 10,864千円

工具、器具及び備品 － 〃 1,493 〃

計 －千円 12,357千円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。また、関連会社株式に

つきましては該当事項はありません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

区分
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

子会社株式 90,000千円 90,000千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産   

未払事業税 21,727千円 15,731千円

未払事業所税 1,658 〃 1,983 〃

賞与引当金 18,526 〃 13,656 〃

株式報酬費用 9,164 〃 － 〃

未払費用 164,754 〃 109,664 〃

一括償却資産 4,854 〃 5,684 〃

減価償却超過額 1,979 〃 － 〃

保証金 1,820 〃 1,844 〃

資産除去債務 57,958 〃 92,787 〃

その他 2,845 〃 2,250 〃

繰延税金資産合計 285,291千円 243,604千円

繰延税金負債   

資産除去債務に対応する除去費用 △30,765千円 △55,454千円

その他有価証券評価差額金 △538 〃 △1,016 〃

繰延税金負債合計 △31,303千円 △56,471千円

繰延税金資産純額 253,987千円 187,133千円
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 30.62％ －

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.23％ －

住民税均等割 0.37〃 －

法人税額の特別控除額 △5.61〃 －

留保金課税 3.95〃 －

その他 △0.06〃 －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.50％ －
 

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５

以下であるため注記を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に

同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

       (単位：千円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物 987,565 263,659 751 107,772 1,142,700 296,909

構築物 2,438 － 1,015 199 1,224 728

工具、器具及び備品 73,442 83,534 3,099 31,097 122,779 113,860

土地 1,155,537 － － － 1,155,537 －

リース資産 － 6,400 － 1,066 5,333 1,066

計 2,218,983 353,593 4,865 140,136 2,427,575 412,564

無形固定資産

ソフトウエア 40,978 1,212 225 13,689 28,275 55,274

電話加入権 76 　－ － － 76 －

計 41,054 1,212 225 13,689 28,352 55,274
 

(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 内装工事（大阪本社） 74,638千円

 内装工事（The Place 新橋） 66,649千円

 資産除去債務（大阪本社） 71,925千円

 資産除去債務（The Place 新橋） 50,445千円

工具、器具及び備品 家具・什器（大阪本社） 65,243千円

 家具・什器（The Place 新橋） 13,576千円

リース資産 複合機 6,400千円

ソフトウエア 基幹システム改修 1,004千円
 

 
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 内装工事（大阪本社） 751千円

構築物 屋上看板 1,015千円

工具、器具及び備品 家具・什器（大阪本社） 2,935千円

ソフトウエア 勤怠管理システム 225千円
 

 

【引当金明細表】

    (単位：千円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 60,504 43,327 60,504 43,327

役員賞与引当金 6,144 3,663 6,144 3,663
 

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度の終了後３か月以内

基準日 毎事業年度末日

剰余金の配当の基準日
毎年９月末日
毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
大阪府大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 －

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞
に掲載する方法により行います。
当社の公告掲載ＵＲＬは、次のとおりであります。
https://vis-produce.com

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を

定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

第27期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 2025年６月26日近畿財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月26日近畿財務局長に提出。

 

(3) 半期報告書及び確認書

第28期中(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) 2025年11月12日近畿財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2025年６月26日近畿財務局長に提出。

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2025年９月29日近畿財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2026年６月25日

株式会社ヴィス

取締役会  御中

 
太陽有限責任監査法人

 

大阪事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡本　伸吾  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙田　充規  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ヴィスの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ヴィス及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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工事売上高の発生及び期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社はブランディング事業及びデータソリューショ
ン・プレイスソリューション事業を営んでおり、工事売
上高が売上高の大半を占めている。
【注記事項】（連結財務諸表作成のための基本となる
重要な事項）４．会計方針に関する事項（4）重要な収
益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社の工事契約
のほとんどは、取引開始日から完全に履行義務を充足す
ると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に該当す
るため、工事売上高は、一定の期間にわたり認識するの
ではなく、完全に履行義務を充足した時点で認識してい
る。
オフィス需要の動向に影響を及ぼす直近の経済環境
は、米国の関税政策の動向や、ウクライナや中東の不安
定な国際情勢の長期化など、依然として先行きが不透明
である。そのなかで、会社は増収の業績予想を公表して
おり、売上高予算の達成に対して一定のプレッシャーが
存在すると考えられる。当該状況から実体のない工事売
上高が計上されるリスクが存在する。
また、会社の事業の特性上、決算月である３月末付近
に作業完了予定の工事案件が多いことから、顧客による
検収が未了にもかかわらず、売上高が前倒し計上される
潜在的なリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、工事売上高の発生及び期間
帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査に
おいて特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に
該当すると判断した。

当監査法人は、工事売上高の発生及び期間帰属の適切
性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
（１）工事売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整
備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっ
ては、営業担当者とは独立したコーポレートDiv.の担当
者が、販売管理システム上の売上計上日付と顧客から入
手した受領書の検収日付を照合する仕組みの整備状況及
び運用状況の評価について特に焦点を当てた。
（２）工事売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討する
ため、以下の実証手続を実施した。
・　一定の基準により抽出した工事売上高について、得
意先及び売上金額と注文書、入金証憑を突合した。ま
た、当該工事売上計上の日付と顧客から入手した受領
書の日付を突合した。
・　当連結会計年度末日の売掛金残高について、一定の
基準により抽出した得意先に対して、残高確認手続を
実施した。
・　工事売上計上日が当連結会計年度末日付近の工事案
件について、一定の基準により抽出した工事案件に対
して現場視察を実施した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヴィスの2026年３月

31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ヴィスが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の

状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年６月25日

株式会社ヴィス

取締役会  御中

 
太陽有限責任監査法人

 

大阪事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡本　伸吾  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙田　充規  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ヴィスの2025年４月１日から2026年３月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ヴィスの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

EDINET提出書類

株式会社ヴィス(E34454)

有価証券報告書

103/105



 

工事売上高の発生及び期間帰属の適切性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(工事売上高の発生及び期間帰属の適切性)
と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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